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66

遊びは発達の原動力

88

２．障害児通園施設における 家族支援 とは

「子育て支援」として

児童福祉法に位置付けることから

1010

（１）丁寧な「療育」　をすすめる

　　　　①「お母さんの部屋の勉強会」
　　　　　　　・日々の療育から発達を学ぶ
　　　　　　　・外部から講師を呼んで学ぶ

　　　　②家庭訪問

　　　　③おかえりのミーティング

　　　　④連絡ノート

　　　　⑤個別面談

　　　　⑥その他

1212

（３）父親の子育て参加　

　　　　①F３の会 （Father、Family、Friend）

　　　　②保育参観

　　　　③両親学級

　　　　④学習会 「発達を学ぶ」

　　　　⑤行事に参加 （盆おどり会、運動会、
　　　　　　　　　　　　　　クリスマス会、卒園式）

　　　　⑥その他

77

１ー(３)地域支援

　　①障害児者の福祉制度を整備するために、
　　　 国に声を届けていく

　　②地域にあった施策を展開していく

　　③ネットワークづくりを丁寧にすすめていく

99

（１）丁寧な「療育」をすすめる　

（２）ピアカウンセリング

（３）父親の子育て参加

（４）兄弟について

（５）祖父母、親類との関係について

（６）子育ての苦手な親に対して

（７）障害を認めない親に対して

（９）「虐待」について

（８）情報提供

1111

（２）ピアカウンセリング　

　　　　①母子分離保育

　　　　②同じ思いを共有することから始まる

　　　　　 気持ちの変化を大切にしていく

1313

（４）兄弟について　

　　　・我慢していることの多い兄弟、また、

　　　 過度の期待に応えられなくて悩んでいる

　　　 兄弟の存在に対して、障害のある子、

　　　 ない子として、別々に育てていくのではない

　　　 ということを伝えていく
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1414

（５）祖父母、親類との関係について　

　　
　　・祖父母や親類の理解を早急に求めすぎない

　　・行事参加などを通して、子どもの小さな発達
　　　を伝えていく

1616

（７）障害を認めない親に対して
　

　　子どもの個性だといって療育を受け付けない、

　　また、反対に夫や祖父母のせいにする母親に

　　対して、苦しんでいるのは子ども本人である

　　ということを伝えていく

1818

（９）情報提供

　　　①家族支援をしてくれる事業を紹介する
　　　　 など、福祉制度の理解をすすめるために
　　　　　　・相談事業
　　　　　　・レスパイト事業
　　　　　　・放課後ケア事業
　　　　　　・ホームヘルプ事業　　　etc.

　　　②一人で悩まないために

　　　　　　「親の会」　

2020

（１）気軽に

　　　

①近くにある

②利用手続きが簡単である　

1515

（６）子育ての苦手な親に対して

　　“がんばれ”だけではだめ

　　療育の中で小さな子どもの変化に気付かせ

　　“かわいい”と思える瞬間をつくっていく　

1717

（８）「虐待」について　

　　　　　
　　　　　　子育て放棄という「虐待」もある

1919

３．まとめ

　 核家族化、情報の氾濫、価値観の多様化など
により、子育てしにくい時代背景がある

まして、障害をもった子どもの子育てはなおさら
である

そんなとき、（１）気軽に、（２）安心して、（３）相談
でき、（４）子育てを応援してくれる障害児通園施設
の存在は不可欠である

2121

（２）安心して

　　　

①お金がかからない

　　　②プライバシーが守られている　
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2222

（３）相談できる

　　　

　　　①一人で悩まない

　　　②専門家につながる　

2424

どこに生まれても

どんな障害があろうとも

「みんなといっしょに生きていきたい」

という子どものねがいに

しっかりと寄り添い

親と一緒に

次代を担う社会の子どもとして

育てていく

2

�育て��

（生まれたまちで育つ　育ったまちで暮らす）

（生まれたまちで育てる　家族と共に暮らす）

4

　保護者の「気がかり」感からのサポート・・・

健診

保護者の不安

な��
���らな��

　　　

�������
�な�の�

保健師による
育児相談

療育専門機関
へ相談

保育園・幼稚園・学校など地域へ

��������
��な�の�

療　育

2323

（４）子育ての応援

　　　

　　　日々の暮らしを通して子育てを応援　　

　　してくれる　

1

地域ネットワーク

こぐま福祉会　こぐま学園
園長　岸　良至（作業療法士）

3

安心の場

そんなお母さん（保護者）を支えるために・・・

寝てくれない

子どもの成
長が不安

なんとなく
ストレス

お義母さんと
上手くいかない

食べてくれない

5

大人の「気がかり・困り」感からのサポート・・・

保育所や幼稚園の
先生の不安

�と�が
����かしら�

�����と�
���の�

療育専門機関への相談

療育

関連機関と協力してサポート

�����
気��て���

���と���
て����の�

保���
�������

�の���
関�����の�
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6

遊びを通した子どもと親と家族の成熟

遊び

生きる力を育てる

感覚運動経験 身の回りの事

母子関係

意欲・自信

�どもの���の��

家族の成熟

親として自身と��

8

遊びの���（環境的視点から）

人と出会う遊び 人とのやりとりを楽しむ遊び

体と出会う遊び いろいろな体の使い方を楽しむ遊び

自然と出会う遊び 自然物を探索することから始まる遊び

物と出会う遊び 手を使って素材を変化させて楽しむ遊び

生活の中の遊び 生活の場に参加することによる

好奇心から始まる遊び

10

遊びのテーマとステップ （３才児以上）

　

　
　

　

　

　

　

　

　

ステップＡ

ステップＢ

ステップＣ

30

40

50

60

70

80

90

100

 人　　 体　　 自然　 物　　 生活  人　　 体　　 自然　 物　　 生活  人　　 体　　 自然　 物　　 生活

（テーマ）

経
験
率
（

％
）

12

療育における保育活動の意味

• 子どもたち個々の能力発揮
– 受け取れる感覚、苦手な感覚を探り安定化すること

– 出せる動きともってる動きを見極め、環境を整えること

• 持ってる能力をお友達の中で発揮できる

• 子どもたちの様子を見て、理解し、周りにつたえて
ゆけること

• 子どもたちのできることを認めていけること

• 保護者の仲間づくり

7

�������

�����　�����　　　�����　　
　

　　　　　　　　�　　　　　　�　　　　
�����　�����　　　����　
　　　　　　　　�　　　　　　�
　　　　　　�����　　　����　
　　　　　　　　�　　　　　　�　　　　
�����　�������　������　

　
　　　　　　　　�　　　　　　�
　　　　　　�������　�����　

9

�����������

0

�0

�0

�0

�0

�00

0 � � � � �
��児�

���
��� 特別な支援が必要な児童

一般児童

11

行動と体の感覚

13

�合視点�子ども像

子ども

医
療
の
見
解

医療の視点教育の視点

福祉の視点

福祉の見解

教
育
の
見
解

総合的な子ども像
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14

関�機関の�合視点�子ども像

子ども

医
療
の
見
解

医
療
の
視
点教

育
の
視
点

福祉の視点

福祉の見解

教
育
の
見
解

総合的な子ども像
学童保育

教育委員会

療育機関

役所　関係課

学校

保育所

親の会

児童相談所

病院

保健所
幼稚園

診療所

校区

16

療育等支援事業の対象児の年齢

72

134

189

205

186

182

593

262

124

118

107

96

87

74

152

98

241

1570

1440

652

730

616

788

68

197

199

236

247

467

12 19

29

0 500 1,000 1,500 2,000

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

６歳児

７歳児以上

（人）

センター 肢体
知的 難聴

391

446

1890

1933

1152

1239

1119

2000

18

障害児��育�������の所����人�

335

337

561

220

549

1191

908

2886

872 442

50

66

50

139

29

24

21

22

30

125

63

139

32

44

9

37

11

461

253

231

18

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

保育所

幼稚園

在宅

児童デイ

小学校

中学校

高校

その他 人

複合通園施設

指定肢体不自由児通園

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

2207

112

4003

169

2000

160

1330

209

地域における障害児の重層的支援システムの
構築と障害児通園施設の在り方に関する研究

主任研究者 宮田　広善

（以下、研究メンバー五十音順）

内山　勉　　　 勝山　真介　　 加藤　淳
加藤　正仁　　 岸　　良至　　 北川　聡子
後藤　進　　　 近藤　直子　 渋谷 千鶴
谷口　泰司　　 西牧 謙吾　 増田　健二
　
舩越 知行 　　 前岡　幸憲　 峯島　紀子
山根　希代子　 米川　晃

平成２０年度障害者保健福祉推進事業
障害者自立支援調査研究プロジェクト

15

�の�合視点�子ども像

医
療
の
見
解

医
療
の
視
点教

育
の
視
点

教
育
の
見
解

総合的な子ども像
指導員

養護教諭

役所関連部担当者

教師

先輩保護者

児童福祉司

看護師

保健師
教諭

医師

民生員

言語聴覚士

作業療法士

理学療法士

管理栄養士

近所のおじちゃん
近所のおばちゃん

お友達
同じ境遇の保護者

相談支援専門員

家族

福祉の視点

療育保育士

一般保育士

言語聴覚士

作業療法士

理学療法士栄養士

心理士

社会福祉士

子ども

福祉の見解

170.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

保育所

幼稚園

学校

保健機関

児童デイ

通園関連

学童保育

その他

障害児等療育支援事業
（施設一般指導事業）支援対象施設

センター

指定肢体不自由児通園

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

19

施設支援内容

1255

1247

758

195

751

525

359

239

315

206

1053

1358

722

243

467

187

17

59

99

89

8

89

0

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

障害特性の理解

問題行動等に
関する対応

環境設定に関する
アドバイス

療法、プログラム
の研修

保護者対応
について

その他

複合通園施設

指定肢体不自由児通園施設

指定知的障害児通園施設

指定難聴幼児通園施設

2766

2933

1795

644

1371

737

21
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日中一時支援

(市町村事業)

保育・幼児教育機関

(都道府県／市町村事業)

第１次

発達支援センター

(市町村事業)

第２次

発達支援センター

(障害保健福祉圏域に1~2ヶ所)

第３次

発達支援センター

(都道府県に1~2ヶ所)

重層的発達支援センター構想図

(歳)1817161514131211109876543210

発達支援センター

児童デイサービス

保育所・幼稚園
認定こども園

日中一時支援

家
族
支
援

療
育
支
援

医
療
支
援

地
域
支
援

・アセスメント

・個別支援計画

・ケア計画

・サービス調整

・保育計画

・指導案
保育支援・幼児教育

子育て支援（就労支援）

日中預かり　レスパイト

タイムケア　遊びの広場

・アセスメント

・個別支援計画

・ケア計画

・サービス調整

・個別支援計画

・ケア計画

・サービス調整

・地域支援

保健センター 学校教育機関
学童保育

・地域支援

・地域支援

発達総合支援センター

家
族
支
援

療
育
支
援

医
療
支
援

地
域
支
援

家
族
支
援

療
育
支
援

人
材
養
成

人
材
養
成

24

福岡県下の在宅障害児支援
施設と事業
政令指定都市（福岡市、北九州市）を除く

児���������

��障害児��

�����児��施設

26

これまでの取り組み

• あらゆる年齢層の子たちへの療育の場の提供
– こどもと家族への療育の場の提供

• 主体的な生活の一助となること

• 「育ち」の芽の発見すること

• 「育ち」のきっかけ作りをすること

• かかわりの場の創造
– ない資源は作る

• 制度化されている事業をそつなくこなすのではなく、

こども�に��と�われる�組みを作ってきた�
（制度を巧みにアレンジ）

• そのための福祉、医療、教育の専門的な視点

• そのための総合的なかかわり

28

�イ�ス�ー�か�����り����

診療、外来療育、地域療育支援事業

肢体不自由通園

知的通園

重心通園(幼児)

日中一時預かり

子どもの家

重心通園(成人)

生活介護

就労移行支援

尾久保研修所

新
生
児
期

乳
児
期

幼
児
期

学
童
期

青
年
期

成
人
期

児童デイサービス

23

こぐま福祉会

福岡�������������������

政令指定都市（福岡市、北九州市）を除く

����������

�������

����������

25

筑紫エリア

八女エリア

甘木・朝倉エリア

久留米エリア

������

上陽エリア

������������エリア

27

重症心身障害児
通園

しろくま

＜理念＞
「医療・福祉・教育を総合的に」

医療

福祉 教育

こぐま学園
診療所

（外来）

指定知的障害児
通園施設

ゆう

指定肢体不自由児
通園施設

こぐま学園

福岡県障害児等
療育支援事業 指定

生活介護事業所

愛らんど

指定就労移行
支援事業所

Work Step

日中一時
支援事業

―　心を開き�������る��た�の����す�てここからの�発�す� ―

こぐま福祉会

子ども理解と関わりを育てる
子育てを応援する
子どもの生きる力を育てる
子どもの健康・安心・安全を育てる
子どもの就学・就労・自活に向けて

尾久保研修所
みんなの館 福祉機器

研究開発部門

手作り工房

たんぼんなか

子育て支援事業

子どもの家

指定
相談支援事業所

セルフサポート
こぐま

児童デイサービス

こぐまクラブ

重症心身障害者
通園

ベアクラブ

29

主とするものが

ＬＤ、ＡＤ/ＨＤ

重症心身障害

障害種別に関係なく

自閉傾向・自閉症
(中等度・重度)

自閉傾向・自閉症
(軽度)

精神発達遅滞

(軽度)

精神発達遅滞

(中等度・重度)

肢体不自由

大人高校生中学生小学生幼児乳児

児童デイⅠ
児
童
デ
イ
Ⅰ

重心A型 重心A型

肢体通園

契約

日中一時預かり　　近隣　１６市町村の受託

こぐま福祉会　グループ提供　児童福祉・障害福祉サービス　（平成21年度～）　

生活介護

生活介護

就労移行支援

知
的
通
園
契
約

児
童
デ
イ
Ⅰ

相談支援事業　　　近隣　４市町村の委託

就労移行支援

児童デイⅠ

児童デイⅡ

児童デイⅠ

児童デイⅡ

児童デイⅠ

児童デイⅡ
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30

福岡県南エリアの今後の課題

• 日中一時支援事業との区別化
– 個別支援計画に、より具体的な課題（要素）を盛り込み支
援を実施すること

• カバーエリアを細分化
– より身近でプログラム提供と関係社会資源との連絡調整
を取れるようなシステムの構築
• 現在、２８市町村と関与

– 質の維持向上
• 提供内容の把握のためのスーパービジョン体制

• 職員の研修システム

• 山間部での運営の安定化
– 複数自治体での設置と運営補助

• 市町村単位での事業となることで、地方ではリスクが大きくなる！
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発達支援に関わる職員に
　　　　　　　　　　望まれるもの

　　　 ２０10．2．２6
戸山サンライズ

鳥取県立総合療育センター
ｼﾆｱﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　　　北原　 佶

第１回　児童発達支援に関わる全国職員研修会

2

１．療育の変遷

　　　　　「できない」から「できる」へ

２．障害の特性

　　　　　障害児とは

　　　　　私たちができること

3.親・家族のエンパワーメント

　　 ①孤立感からの解放

②専門家依存から「共にする子育て」へ　　　　

4.社会参加 : 役割の開拓
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3

障害���理�
障害��ら��障害が�ら��と�

�活�����能

機能障害

一人でできる
(活動)

皆とできる
(参加)

一人ででき��
(能���)

皆とでき��
(�����)

障害があると告げられると・・・・・・・・

症状原因　ー　病理　ー 　　

否定派肯定派

5

１．障害の特徴を捉え、予後を予測：

　　診断・測定　　⇒　客観的に、冷徹に

　　　　　　　　　　「これは障害です！」

２．科学・技術の介入：

治療・教育　　⇒　限界がある

　　　　　　　　　 「障害は治りません！」

３．生活の豊かさ・充実 　 ����

　　　　「で�、で�るこ�は��あります！」

療育は、科学であり情念である

Cool 　Head　and　Warm　Heart

7

　療育は

　　　情念であり思想であり

　　　科学でありシステムである

　

　　　　　　高松鶴吉
　　　　　　「療育とはなにか」(ぶどう社)

9

１．療育の変遷

　　　　　「できない」から「できる」へ

２．障害の特性

　　　　　障害児とは

　　　　　私たちができること

3.親・家族のエンパワーメント

　　 孤立感からの解放

専門家依存から「共にする子育て」へ　　　　

4.社会参加 : 役割の開拓

5.チームワーク

　　　　　　　　

4

「このコニャックは南京虫の臭いがする」

　　　　　　などと言うヤツをペシミストという

「この南京虫はコニャックの臭いがする」

　　　　　　などと言うヤツをオプチミストという

　　　　米原万理:「ロシアは今日も荒れ模様」

　　　　　 (講談社文庫)

6

神よ、私に
変えられないことは

　　　　　　　　　そのまま受け入れる冷静さと
変えられることは、

　　　　　　　　　すぐそれを行う勇気と
　そして、

それらを見分けるための知恵を、
　　　　　　　　　　　　　　　どうぞ、お与え下さい

　　　　　　 　（カトリックの「希望への祈り」）
　　　　　　 ＊アルフォンス・デーケン：「死生学」

(ラインホルド・ニーバー)

8

��に���
�����������療�������1980�����

��

�����������������に��

���������������に��

������������に�������

生涯を見通した療育
���������家族と共に

���見���療育��������

10

　他の子どもと異なったニーズを持った
特別の子どもと考えるべきではなく、

　　通常の子どもの持つ

　　　　ニーズを満たすのに特別な困難

　　　　　　　　　　　　を持つ普通の子ども

障害児とは

障害児と告げられると 特別な子？
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11

強調しすぎの落とし穴

�������強調しすぎ
����の�とし�の������
�������とし���������し�����������
����������の���し�����
���������す��������������の��
������の���������
�������������
��の����強調しすぎ
����の������
������の�とし�����す����
�������の�������す��������������
��������すの���������
����������し�����
�����������の���し ����������の��
�������の������� � ���

13

　　潜在能力の最大限の発揮
　　　（活動・参加の広がり）
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（Wolery 1989）

何を目指して治療・訓練をするか
正常化から最適化へ

生活モデルの視点

　①子どもにとって、すぐに役立つ　→　達成感・成功感
　②こどもが、より自立する →　自信、自己選択・自己決定

　③こどもが、いろいろな環境で過ごせる→適応能の拡大
　④家族・付き添い人が、介護しやすい→潜在能力の発揮

　　(task-oriented model)

家族と共に子育て
専門家への依存や育児の特殊化からの脱却

15

生活（社会）モデル
　　障害は治らない

　　対象は子ども・者

　　障害との共存：共生の精神

　　生活・人生の充実：

　　　　潜在能力の最大限の発揮

　　　　　　　出来る活動を一つ一つ広げる

　　　　社会的存在感：役割を果たす、支え合う

　　　　自己肯定： 満足・自己選択・自己決定

17

私達の出来ること

子どもの潜在能力を最大限発揮させること

　子育て：白紙に筆で絵を書くようにはいかない

　　　　　　粘土細工のように自在にならない

療育・教育は魔術でもないし、手品でもない
子どもが生き生きと活動できるようにすること

　　　　　　方法を見つけること

　　　　　　　　　　 工夫し、試行錯誤すること

でも、適切な療育・教育は

　　　　　　　　魔術的・手品的に見える

12

障害の早期発見・早期療育による正常化

はやく診断・治療　　　　　　　特殊な治療方法

　　　　　　　　　　　　　　　理学療法・言語療法等

　

　　　　

　　　　医療機関・医療関係者等の専門家に委ねる

　　　　　　　　　　　　 　　　

　　　

　　　　特殊治療への過度の期待　→　正常化

　　　　専門家への依存　　　　　　　→　親から育児を奪う

　　　　育児の特殊化 　　　　　　 →　訓練が生活の全て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遊びではなく訓練を

「障害の特別視」と「療育の特殊化」で何が起きたか

　　　　

　ボバース、ボイタ、ペトー、上田
感覚統合、スヌーズレン等

14

��化

�����

機

能

先を読む、将来を予測する
　　　　　　頑張るだけでは危うい

����

最適化

治療･訓練

16

１．療育の変遷

　　　　　「できない」から「できる」へ

２．障害の特性

　　　　　障害児とは

　　　　　私たちができること

3.親・家族のエンパワーメント

　　 孤立感からの解放

専門家依存から「共にする子育て」へ　　　　

4.社会参加 : 役割の開拓

5.チームワーク

　　　　　　　　

18

（言語）訓練に何を求めますか？

万能薬・特効薬を

　　　　　　求めていませんか!

万能薬:何にでも効く
特効薬:すぐ効く
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19

子どもの成長・発達：特効薬とは？

知識・技能・感情

ちよっと「訓練」するだけで
瞬く間に成長する

例：
風船をふくらませる
ジャックの豆の木

21

子どもの成長・発達
　　　　①時間と共に器が拡大

入り口

環境（外部刺激）

言葉

知識

対人関係等々

情緒

手操作

言葉

対人関係等々

手操作
知
識

情
緒

入り口が広い
水も適切な量

徐々に容量が
大きくなる

成長・発達は
時間を要す

23

入り口が大きくても、入れる量が普通でも

①消化器：消化不良を起こす　　　　　→　　下痢・嘔吐
②心理的には：多すぎる、もうダメ　　→　　自信喪失

対応策
　容量を大きくする　 　 →　　成長・発達を待つ
　自信喪失を防ぐ 　 →　　適量を入れる　

子どもの成長・発達：容量が小さい場合

水は溢れ出る

言語発達遅滞に言葉のシャワーを!

25

わずかな成長・変化を捉える視点

介入効果を測定する視点　

　　いろいろな機能の成長・変化を

　　成長・変化を敏感に受け止め、感動する

　　介護のしやすさ（障害が重いとき）

　　　　　育てやすさ：笑顔・機嫌がよい

　　　　　夜よくねる・着替え時に手を伸ばす

　　　　　立たせる時下肢をつっぱる、協力してくれる

比較は、他の子ども達とではなく、本人の過去と！

「石ひとつ　感激する子に　感動し」
(保育・子育て川柳「トイレすらひとりになれない母親業)　新読書社

20

親の質問:
言語訓練士が増員になったそうですね

うちの子も言語訓練はできますよね

訓練回数が増えますよね

医師の応え:　　　いいえ

　　　言語療法士が増えたので評価がしっかりと

　　　できます。その結果、言語訓練の適正化が

　　　図られ、訓練回数が減る、あるいは無し

　　　になるかも知れません。

専門家への依存から専門家と共に

22

入り口が狭い

①入り口を広くする
　　　興味・関心を持たせる
　　　「じょうご」の利用
②入れる量を調整
　　　成長・発達を待つ

知識・技能・気持ち

視覚・聴覚等
やるきがない・興味がない

子どもの成長・発達：環境との相互交渉

水が入らない

知識
言葉 感情

ことば等ことば等

24

発達障害児へのアプローチ

入り口が大きくても、
入れる量が多すぎると

①消化不良を起こさない
　　自身喪失を防ぐ
②容量を大きくする
　　成長を待つ

　　時間がかかる

知識・技能・情緒等容量が小さい時
子ども・精神遅滞等

・・・・・

ことば

情緒

こ対人関係

食事

手の操作

26

いろいろな要因を考慮しよう
　　
　　年齢・気質・成長過程

　　障害の特徴　　　　　　診断・評価

　　環境
　　　　家庭環境
　　　　地域の社会資源
　　　　私達の有する技術・技能
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27

育児・保育・教育・療育に万能薬・特効薬ない
●子育ては粘土細工のようにならない

●草花が育つには時間がかかる。

　　　　　　　　　　　　芽を引っ張れば、早く花が咲くわけではない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逆に根が浮いてしまう

●気になる行動はちょっと関わればすぐ解消するわけではない

　　　　皆さん自信を持ちましょう！

　　　　 　　　　　　悩みは子育ての醍醐味

　　　　子育てを、共に、

　　　　　　　　　　　悩み・工夫し・楽しみましょう

29

日常生活・習慣の中での悩み
　　　　　　　「正しい」とは?  「作法」とは?  

箸でひとりで食べれたら箸の正しい持ち方が問題になる
　　　→　作法、行儀、慣習、文化
　　 動作分析:適応が広い、効率がよい、疲れない
犬食い：皿に口をつけて掻き込む
　　　くちゃくちゃ、ぺちゃぺちゃ食べる
背中を真っ直ぐにして座っていられない
　　　姿勢が悪い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ひとりで移動できる →　歩かないとだめ?
　　　屋内：這い這い、寝返り、伝い歩き
　　　屋外：杖・車椅子・電動車いす
ひとりでコミュニケーション出来る →　音声でないとだめ?
　　　音声、身振り、手話、絵カード、
　　　コミュニケーション機器
計算できる →　電卓ではだめ?
　　　　

31

子どもに課題達成の成功感を！

１．「できること」「できそうなこと」「できないこと」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を明確に分ける

２．「できないこと」は手伝う

３．「できそうなこと」を「できること」にする

　　　　　　　　　　　　　　　　　手掛かりを見つける

４．失敗の連続は自信を失わせ、消極的にする

課題達成の成功感は自信の呼び水！

自信は次の行動展開を引き起こす！

33

五者の役割

学者　　　研究する、工夫する、新しい試み

医者　　　悪いところを治す

易者　　　先のことを読む、将来を予測する

役者　　　筋書きを演ずる技がある

芸者　　　人の歓心を引き付ける

　　　　　　良いところを見つけ、持ち上げる

からだの不自由なこどもたちの理解と支援

28

私達の出来ること

　　　①潜在能力を最大限発揮させること　　　　　

　　　②二次障害の予防

　＊子育て：白紙に筆で絵を書くようにはいかない

　　　 　　　　粘土細工のように自在にならない

療育・教育は魔術でもないし、手品でもない
子どもが生き生きと活動できるようにすること

　　　　　　方法を見つけること

　　　　　　　　　　 工夫し、試行錯誤すること

最適化

でも、最適な療育・教育は
　　　　　　　　魔術的・手品的に見える

30

療育の優先目標

　　　　先ず一人で出来る

　　　　正確に出来る　　

　　　　素早くできる　　（時間内に）

　　　　持続して出来る（疲れない、持久性）

　　　　社会習慣に則った方法

　　　　　　　公衆トイレでは尻を出さない

　　　　　　　順番がある

最終目標

　　　　いろいろな方法（手段）でできる

　　　　　　　　→　適応性がひろがる

　　　　　　　　→　障害が軽くなった、治った

＊人生観・価値観を押しつけることではない

32

子どもの得意なところを重視
　

　

子どもの「出来そうなこと」・「出来ること」を

　　　　　　　　　　　　見つけて強化していこう！

　１．笑顔を多くしよう（→人生を肯定的に）

　２．できることを増やそう（→成長・発達として）

　３．もっとしたい、もう一度したいと思う経験を

　　　　　　　　　　　（→明日を拓く今日の喜び）　

障害は考慮する

療育、子育て
障害特性の把握
障害の軽減

34

１．障害の特徴を捉え、予後を予測：

　　診断・測定　　⇒　客観的に、冷徹に

　　　　　　　　　　「これは障害です！」

２．科学・技術の介入：

治療・教育　　⇒　限界がある

　　　　　　　　　 「障害は治りません！」

３．生活の豊かさ・充実 ⇒　����

　　　　「で�、で�るこ�は��あります！」

療育は、科学であり情念である

Cool 　Head　and　Warm　Heart
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35

１．療育の変遷

　　　　　「できない」から「できる」へ

２．障害の特性

　　　　　障害児とは

　　　　　私たちができること

3.親・家族のエンパワーメント

　　 孤立感からの解放

専門家依存から「共にする子育て」へ　　　　

4.社会参加 : 役割の開拓

5.チームワーク

　　　　　　　　

37

親・家族の孤立感からの解放：

　　　　ー家族が孤立しない場、安らげる場ー

1.専門的知識・技術による支援

　　　　直接的・・・・訓練・介護手技、椅子・車いす等
　　　　間接的・・・・情報の提供
2.社会・情緒的な支援
　　　　認知的・・・・障害の理解、障害受容
　　 情緒的・・・・自信・励まし・慰め
　　　　　　　　孤立感からの脱却
3.コンパニオンシップ

気分転換　心の休息

生涯を支える療育の初期の通過点としての
　　　　　 通園施設の重要な役割

39

子どものリハビリテーション・療育

子育てのメニューを増やすこと

いろいろなことがリハビリテーションだし、療育です

シール貼り

　　　目と手との協調訓練で作業療法です

　　　注視し、視力を伸ばす視能訓練です

　　　保育活動での創作遊びです

指さし

　　　音声と物との一致、背景から物を抽出(図と地)
　　　言語療法です

　　　　　→　コミュニケーションの重要性

41

言語聴覚士が増員になったそうですね

うちの子も言語訓練はできますよね

訓練回数が増えますよね

　　　　　　　　いいえ

言語聴覚士が増えたので評価がしっかりと
できます。その結果、言語訓練の適正化
が図られ、訓練回数が減る、あるいは無し
になるかも知れません。

専門家への依存から専門家と共に

36

通園して良かった点（複数回答）通園して良かった点 （複数回答）

専門的な訓練・援助が受けられた

言葉が出てきた

友達と遊べるようになった

身辺自立が進んだ

親子関係が改善された

子どもの理解が進んだ

相談にのってもらえた

父親や家族の強力が得られた

専門的な訓練・援助が受けられた

言葉が出てきた

友達と遊べるようになった

身辺自立が進んだ

親子関係が改善された

子どもの理解が進んだ

相談にのってもらえた

他の母親と親しくなれた

父親や家族の強力が得られた

全体

89

65

28

27

20

17

22

54

16

全体

89

65

28

27

20

17

22

54

73

16

卒園

50

34

21

20

9

12

14

32

7

卒園

50

34

21

20

9

12

14

32

44

7

継続

39

31

7

7

11

5

8

22

9

継続

39

31

7

7

11

5

8

22

29

9

38

１．療育の変遷

　　　　　「できない」から「できる」へ

２．障害の特性

　　　　　障害児とは

　　　　　私たちができること

3.親・家族のエンパワーメント

　　 孤立感からの解放

専門家依存から「共にする子育て」へ　　　　

4.社会参加 : 役割の開拓

5.チームワーク

　　　　　　　　

40

医師・スタッフのぼやき！
　親のアンケートから

　　　「一度、本格的な訓練を受けたい」

　　　本格的な訓練とは

　　　　　理学療法士がするストレッチ（関節可動域訓練）
　　　　

　　　　　訓練室での機器を用いた訓練

　　　　　喜んでするのではなく、我慢してすること

　　　　　遊びではなく、頑張ること

　何のための訓練？
　　　　　　いろいろな遊びができるためではないの？

42

（言語）訓練に何を求めますか？

万能薬・特効薬を

　　　　　　求めていませんか

言語発達の促進は
　　　　　言語聴覚士しかできないのか?

自発的な発声? 動作模倣? 音声模倣?
コミュニケーション? ・・・・・
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43

就学児のためのサポートブックつくり
～より快適に社会へ参加していくために～

保護者：子どもと社会の架け橋になる
　「社会生活の場が変わるときに自分の子どものことを
　相手に説明する重要さに意識が向いていなかった」

子どもの関わり方を学校へ的確に伝える
　学校で子どもたちに
　　どんな生活を送ってほしいか、何を援助してほしいか

学校職員に分かりやすく説明するためのサポートブックの作成
　　①学校の生活をイメージ　②ポイントを絞って記載（Ａ４１枚）
　　③絵・写真・文などを保護者がパソコンに記録
　　④保護者同士の発表会。
　

福岡市西部療育センターの取り組み

自閉症の療育では積極的に行われている

45

鳥取県立総合療育センター母子入院：「流れの療育」の試み

２歳６ヶ月：男児　重度精神遅滞・運動発達遅滞
起床：声がけ「おはよう」
更衣：座位での着替え←座位への誘導。
　　　　名称と身体イメージ：
　　　　　　「バンザイ」の声がけと共に両上肢挙上
　　　　　　「手を伸ばすよ」と上肢の袖を通す等々　　　　　
朝食：オルソに着席。「いただきます」の声がけ、
　　　両手を合わせる動作の誘導。スプーンを見せ持たせる
　　　食事は楽しく、「美味しいね」「もぐもぐ」等の声がけも！
午前中の遊び：
　　　身体接触遊び：高い高い、手遊び歌等々
　　　おもちゃ遊び：プチプチナイロン潰し、棒状のものを振る、新聞紙
　　　　　　　　　　　　つり下げたおもちゃ等々
　　　　　　　　　　　　姿勢：腹臥位・仰臥位・側臥位・床上座位等
　　　座位での遊び：あぐら座位が安定してきたので
　　　　　　　　　　　　側方の物を取り体を捻る、腰を浮かして前方の物をとる
　　　　　　　　　　　　横座りで遊ぶ、時には腹臥位へ
　　　お母さんが食事準備中は、床でゴロゴロ遊び
昼食

２４時間の流れの中で育児の工夫（発達療育士的視点）

ごく普通のことですが、意図された積み重ねは強力

47

反町康治監督
（J1アルビレックス新潟、北京オリンピック日本代表）
　　　　　　　　

　「右手に理論、左手に情熱
　
　　且つ　両手を高く掲げる」

専門技術･技能

利用者と共に
　（エンパワーメント）

専門技術･技能

利用者と共に
　（エンパワーメント）

専門性が活かされ、磨かれるために、利用者のパワー

（上積みの専門性）

49

１．療育の変遷

　　　　　「できない」から「できる」へ

２．障害の特性

　　　　　障害児とは

　　　　　私たちがしてきたこと、そして、できること

3.親・家族のエンパワーメント

　　 孤立感からの解放

専門家依存から「共にする子育て」へ　　　　

4.社会参加 : 役割の開拓

5.チームワーク

　　　　　　　　

44

母子入院での
　　　家庭療育に向けた取り組み

カンファランス：各スタッフからの評価報告
　　入院中に子どもとどう関わったか
　　入院中に子どもがいかに変化したか
家で育児の中で継続できるように
　　各スタッフがまとめを書く　

　
　　保育士がまとめを親に解りやすく書き直す

　　
　　母親がまとめを書く

北九州でのかつての取り組み

超専門職

超専門職

専門職間

多専門職

46

流れの療育・見取り図の療育

　　　　　（訓練室訓練よ、さようなら！）　

　流れの療育

　　　一日・一週間・一ヶ月の時間的流れの中で

　見取り図の療育

　　　家庭や園のどこで：

　　　　　テーブルのある居間、本棚のある部屋

　　　　　風呂場、庭

　　　　　手洗い場、トイレ、園庭等　　　　　

　誰とどんな状況で

　　　お父さんがテレビを見ながら

　　　お父さんとお母さんが雑談しているとき

48

ス
キ
ル
の
高
い
育
児
法
・
わ
が
子
限
定

多くの子どもに
適応できるよう
に一般化する専
門性

療育の専門性：療育は子育て
　　　　　　　　　　子育ての上手な親は大勢います

（汎化の専門性）

底辺が広いほど地域化、エンパワーメントされている

障害者福祉理念の推移

障害者の「完全参加と平等」

　　　国際障害者年（１９８１）と

　　　　　　　　　　国連・障害者の十年（１９８３～１９９２）

　　　　　　障害者の「完全参加と平等」

　　　　　　　　完全参加：時間・空間・活動の共有

　　　　　　　　平等　　　：ひとりの人としての尊厳

目標の変化

　　　　治す（医学モデル）から生き甲斐（生活モデル）へ

　　 身辺自立（ＡＤＬ）から生活の質（ＱＯＬ）の尊重へ

　 　施設生活から地域生活へ
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51

完全参加：家庭・地域生活の充実のために

家庭・地域の受け入れ

　家庭での移動・炊事・洗濯は？

　コミュニケーション方法は？

　「役割」を果たすための技術

保育園・幼稚園での役割

　どんな役割を果たせるか？

　集団に参加するための誘導方法は？

機能障害の改善

　訓練個人を対象とした訓練
　 訓練室（密室）での訓練

機能障害の治癒

家庭・地域生活へ
　　　　　適応できる

個人の��

環
境
整
備

生活モデル

医学モデル

53

シンプルテクノロジーの活用

スイッチの活用

　自ら楽しむ

　　扇風機を回す、テレビをつける

　活動に参加

　 　ミキサーを回す、挨拶をする

　役割を果たす

　 　目覚まし時計を鳴らす

ほめられる　→　認められる　→　感謝される
(福島　勇 :  南福岡養護学校)

55

１．療育の変遷

　　　　　「できない」から「できる」へ

２．障害の特性

　　　　　障害児とは

　　　　　私たちがしてきたこと、そして、できること

3.親・家族のエンパワーメント

　　 孤立感からの解放

専門家依存から「共にする子育て」へ　　　　

4.社会参加 : 役割の開拓

5.チームワーク

　　　　　　　　

57

治療・訓練の時間経過

子ども

ＰＴＳＴ 整形外科リハ科精神科小児科

多専門職チーム

ＯＴ

子ども

母・親

月/1時限 火/2時限

火/1時限

金/3時限木/4時限 火/6時限火/3時限

52

目標：生涯を視点においた取り組み
　①　機能障害の予後
　　　　　「この子は歩けますか？」→「移動ができますか？」
　　　　　多様な移動手段の確保
　②　自立のために必要なこと
　　　　　課題達成の成功体験
　　　　　コミュニケ－ションの広がり
　　　　　テクノエイドの活用
　　　　　親の自立への試み：子供の特徴の把握　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　③　役割の発見・創造
　　　　　家庭・通園での役割を見つける
　　　　　学校・職場での役割を見つける　　　

療育の目標

54

「明日のための、今日の我慢・辛抱」

　　　　　　　を強いる療育ではなく

「明日を拓く、今日の充実・喜び」

　　　　　　をもたらす療育の提供

56

チームワークの様式

　１．多専門職

　　　Ｍｕｌｔｉｰｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　ｔｅａｍ

　２．専門職間

　　　Ｉｎｔｅｒｰｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　ｔｅａｍ

　３．超専門職　

　　　Ｔｒａｎｓｰｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　ｔｅａｍ

　　　　

ｴｽﾀｰ･ｺｯﾄﾝ「障害児のための発達療法」（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ）

58

チームワークの様式

１．多専門職　

　　　Ｍｕｌｔｉｰｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　ｔｅａｍ

　　　多くの専門家が別々に関わる

　　　　→　受ける側の能力が高い 　　

　　　高校・大学の授業形態！　
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59

子ども

ＯＴ

臨床心理

ＳＴ

Ｄｒｓ.

Ｎｓ

整形外科

リハ科

眼科等

精神科 小児科

専門職間チーム

チームワークのモデル：Ｉｎｔｅｒ－ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ

ＰＴ

母・親

61

子育て支援チームのモデル

子ども

Ｄｒｓ
小児科

ＰＴ
Ｎｓ

保育士ＳＴ

ＯＴ

MSW

親

リハ医

療育センターの目指すチームワーク

(専門職間チーム)

63

チームワークの様式

３．超専門職：　

　　　Ｔｒａｎｓｰｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　ｔｅａｍ

　　ひとりの専門家が多面的に関わる

　　　→　初期段階　：　ひとりの名人　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　親、保育士、小学校の先生！

　　ペトー式（集団療育）

　　　　早期療育で求められる様式

65

PT OT ST
作業療法士理学療法士 言語聴覚士

専門の狭間を補い、共有の多い専門家集団

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

60

チームワークの様式

２．専門職間　

　　　Ｉｎｔｅｒｰｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ　ｔｅａｍ

　　　多くの専門家が連携をとって

　　　　　　　　　　　　　　個別に関わる

　　　中学校の授業形態！

62

チームワークのモデル：Ｔｒａｎｓ－ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ

子ども

Ｄｒｓ．

ＰＴ

ＯＴ

ＳＴ

臨床心理 Ｎｒｓ
超専門職チーム

発達療育士
　（例：ＰＴ＋α）

「父親も・・」としたいのですが・・・・・

64

「障害児のための発達療法」（ﾊﾟｼﾌｨｯｸｻﾌﾟﾗｲ,1985）ｴｽﾀｰ･ｺｯﾄﾝ
「脳性まひ児の治療と教育における専門職域の統合」

チーム組織づくりにおける困難

「私はこの子に関してどうしたらよいかよく知っているので、干渉してほしくない」

「私はプロであり、自分自身の専門のことは知っているけど、脳性まひに関しては
何も分からない。私はこのことがばれるのが怖い」

「教師や訓練士は自分達に都合のよい勤務体制をしき、看護とか育児係とは
時間を合わせようとしない」

「教師や訓練士は保育士や育児係より多くの給料をもらっている」

「もし誰かが訓練を受ければ自分と同じくらい上手に仕事ができるようになるし、
あるいはもっと上手にできることが分かってしまう。おそらく、私は自分が信じて
いるほど重要でも必要でもないのだ」

2.　専門職的不安

1.　専門職的ねたみ

3.　勤務時間

4.　階級区分

5.　恐れ

66

日々の微妙な取り組み、配慮が

　　　　こども・家族に大きな影響を与えています

療育の成果は日々の積み重ねです

神経質になりすぎず、勇気と情熱をもって　　　
取り組んでください。その成果を理論化し、　
汎化するよう励まれることを期待しています

ではでは、みなさんお元気で

　　　　　今後の益々のご活躍を祈念しています

ご清聴ありがとうございました
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利
侵
害
に
対
す
る

相
談
事
業
ま
た
は
権
利
擁
護
に
か
か
わ
る
講
師
派
遣
や
研
修
を
担
当
し
て
い
る
。

 

新政権における障がい（児）
施策の動向と課題

ＤＰＩ日本会議 理事

金政玉（きむ・じょんおく）

Nothing About Us, Without Us!

日本政府の条約批准は？

●2007年9月　日本政府の署名

● 2008年4月：20カ国の批准

●同年5月　条約の正式発効

（批准国：バングラデシュ、クロアチア、キュー
バ、エクアドル、エルサルバドル、ガボン、ギ
ニア、ハンガリー、インド、ジャマイカ、ヨル
ダン、メキシコ、ナミビア、ニカラグア、パナ
マ、ペルー、サンマリノ、南アフリカ、スペイ
ン、チュニジア）

●����年�0月��　��カ国

障害者権利条約の意義（資料①参照）
　　　

������������

������������

�������������������������

��������������������
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↓

���������������
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(e)

　 医学モデル 社会モデル

社会参加に不
利になる原因

個人の機能障害
能力障害

社会の側の障壁による排除

障害への評価
あってはならないもの

克服すべきもの
多様の個人の属性の一つ

障害への対策 根絶、予防、保護
差別禁止

社会的インクルージョン

障害問題とは 福祉問題 人権問題

対象範囲 狭い 広い

�����������

��������������(�������������������
���������������)

��������������

����������������������

・2�������������
��������(������������������)
・4�����������
・5�������

・������������

・����������������

��������������������

ア��シ�リテ�

(1) バリアフリー新法の問題点：都市と農村の格差増大

(2) 情報バリアフリーを総合的に促進する法律の不存在

→　社会生活基盤の偏った発展と社会的格差の増大

　　社会の提供する一般的社会システムからの排除

ア��シ�リテ�������に������
　 �　�����������������情報�ー�ス�のア��シ�リ

　　　　テ�の��とア��シ�リテ��の��の除�����　
　 � ��に�か�提供��る��������ー�スのア��シ�リテ�

に�する��基�・��の����に���らの��の������

・��格差��のた�のバリアフリー法の��

・���の����のた�の法の���の��

・情報バリアフリー法の��

�����������
���������１３��

� �������������������

� ��������

(１)���������������������

� ������� ���������������� ����

(２) ������������������

� ������� �� ���������������

� ����������������� � ��

(３) �������

� ��������� ������

・����������������������

・���������

����������

�������
���������������������������
�����������������������

●OECD��������������������������
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������������10～14％��������20％

●�������％����������������

●�����������������������������

��������������������������������
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Reasonable 
accommodation

4

Affirmative (Positive) 
Action

�����12条）�������14条）�

• �������������を����12条2�）

• ����を������を������を���12条3�）

• ������������������������������
�����を���14条）

����������������������を��������
�����������������
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障がい者制度改革の動向と
これからの課題
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講
義

 

新
政
権
に
お
け
る
障
が
い
（
児
）
施
策
の
動
向
と
課
題

 
 

 
 

講
師
：
金

 
政
玉

 
先
生

 

  

資
 
料

 
集

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
資
料
①

 
【
障
害
者
の
権
利
条
約

 
条
文
タ
イ
ト
ル
の
一
覧
】
（
政
府
仮
訳

 
0
7
年

9
月
）

 

◆
一
般
規
程
：
第
一
条
～
第
九
条
 
◆
実
体
規
定
：
第
十
条
～
第
三
十
二
条

 

◆
実
施
規
定
：
第
三
十
三
条
～
第
五
十
条
）

 

前
文

 
 

 
第
一
条

 
目
的

 
 

 
第
二
条

 
定
義

 
 

 
第
三
条

 
一
般
原
則

 
 

 

第
四
条

 
一
般
的
義
務

 
 

 
第
五
条

 
平
等
及
び
差
別
さ
れ
な
い
こ
と

 
 

 

第
六
条

 
障
害
の
あ
る
女
子

 
 

 
第
七
条

 
障
害
の
あ
る
児
童

 
 

 
 

第
八
条

 
意
識
の
向
上

 
 

 
第
九
条

 
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性

 
 

 
 

第
十
条

 
生
命
に
対
す
る
権
利

 
 

 
 

第
十
一
条
第
十
二
条

 
法
律
の
前
に
ひ
と
し
く
認
め
ら
れ
る
権
利

 

第
十
三
条

 
司
法
手
続
の
利
用

 
 

 
第
十
四
条

 
身
体
の
自
由
及
び
安
全

 

第
十
五
条

 
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く

は
刑
罰
か
ら
の
自
由

 

第
十
六
条

 
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
か
ら
の
自
由

 
 

 
 

第
十
七
条

 
個
人
が
健
全
で
あ
る
こ
と
の
保
護

 

第
十
八
条

 
移
動
の
自
由
及
び
国
籍
に
つ
い
て
の
権
利

 

第
十
九
条

 
自
立
し
た
生
活
及
び
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と

 

第
二
十
条

 
個
人
的
な
移
動
を
容
易
に
す
る
こ
と

 

第
二
十
一
条

 
表
現
及
び
意
見
の
自
由
並
び
に
情
報
の
利
用

 

第
二
十
二
条

 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重

 
 

 
第
二
十
三
条

 
家
庭
及
び
家
族
の
尊
重

 

第
二
十
四
条

 
教
育

 
 

 
第
二
十
五
条

 
健
康

 
 

 
 

第
二
十
六
条

 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

 
 

 
第
二
十
七
条
 
労
働
及
び
雇
用

 
 
 

 
第
二
十
八
条

 
相
当
な
生
活
水
準
及
び
社
会
的
な
保
障

 
第
二
十
九
条

 
政
治
的
及
び
公
的
活
動
へ
の
参
加
を
含
む

 

第
三
十
条

 
文
化
的
な
生
活
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
参
加

 

第
三
十
一
条

 
統
計
及
び
資
料
の
収
集

 
 
第
三
十
二
条

 
国
際
協
力

 

第
三
十
三
条

 
国
内
に
お
け
る
実
施
及
び
監
視

 
 

 

第
三
十
四
条

 
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会

 

第
三
十
五
条

 
締
約
国
に
よ
る
報
告

 
 

 
第
三
十
六
条

 
報
告
の
検
討

 

第
三
十
七
条

 
締
約
国
と
委
員
会
と
の
間
の
協
力

 
 

 
第
三
十
九
条

 
委
員
会
の
報
告

 

第
四
十
条

 
締
約
国
会
議

 
 

 
第
四
十
一
条

 
寄
託

 
 

 
第
四
十
二
条

 
署
名

 

第
四
十
三
条

 
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意

 
 

 

第
四
十
四
条

 
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関

 

第
四
十
五
条

 
効
力
発
生

 
 

 
第
四
十
六
条

 
留
保

 
 

 
第
四
十
七
条

 
改
正

 

第
四
十
八
条

 
廃
棄

 
 

 
第
四
十
九
条

 
利
用
可
能
な
様
式

 
 

 
第
五
十
条

 
正
文
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2 

＜
本
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
条
文
の
抜
粋
＞

 

●
第
７
条
 
障
害
の
あ
る
児
童

 

１
 
締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
他
の
児
童
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
に
享

有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。
 

２
 
障
害
の
あ
る
児
童
に
関
す
る
す
べ
て
の
措
置
を
と
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
の
最
善
の
利
益
が
主
と
し

て
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
、
自
己
に
影
響
を
及
ぼ
す
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
自
由
に
自
己
の

意
見
を
表
明
す
る
権
利
並
び
に
こ
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
障
害
及
び
年
齢
に
適
し
た
支
援
を
提
供

さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
児
童
の
意
見
は
、
他

の
児
童
と
平
等
に
、
そ
の
児
童
の
年
齢
及
び
成
熟
度
に
従
っ
て
相
応
に
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

●
第
二
十
三
条

 
家
庭
及
び
家
族
の
尊
重

 

１
 
締
約
国
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
婚
姻
、
家
族
及
び
親
子
関
係
に
係
る
す
べ
て
の
事
項
に
関
し
、
障
害

者
に
対
す
る
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
は
、
次
の
こ
と

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

(
a
)
 
婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
の
す
べ
て
の
障
害
者
が
、
両
当
事
者
の
自
由
か
つ
完
全
な
合
意

に
基
づ
い
て
婚
姻
を
し
、
か
つ
、
家
族
を
形
成
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
。

 

(
b
)
 
障
害
者
が
子
の
数
及
び
出
産
の
間
隔
を
自
由
に
か
つ
責
任
を
も
っ
て
決
定
す
る
権
利
並
び
に
障
害

者
が
年
齢
に
適
し
た
情
報
、
生
殖
及
び
家
族
計
画
に
係
る
教
育
を
享
受
す
る
権
利
を
認
め
、
並
び
に
障

害
者
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

 

(
c
)
 
障
害
者
（
児
童
を
含
む
。
）
が
、
他
の
者
と
平
等
に
生
殖
能
力
を
保
持
す
る
こ
と
。

 

２
 
締
約
国
は
、
子
の
後
見
、
養
子
縁
組
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
制
度
が
国
内
法
令
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ら
の
制
度
に
係
る
障
害
者
の
権
利
及
び
責
任
を
確
保
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
子
の
最

善
の
利
益
は
至
上
で
あ
る
。
締
約
国
は
、
障
害
者
が
子
の
養
育
に
つ
い
て
の
責
任
を
遂
行
す
る
に
当
た

り
、
当
該
障
害
者
に
対
し
て
適
当
な
援
助
を
与
え
る
。

 

３
 
締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
家
庭
生
活
に
つ
い
て
平
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
締

約
国
は
、
こ
の
権
利
を
実
現
し
、
並
び
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
隠
匿
、
遺
棄
、
放
置
及
び
隔
離
を
防
止

す
る
た
め
、
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
、
包
括
的
な
情
報
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
支
援
を
早

期
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
 

４
 
締
約
国
は
、
児
童
が
そ
の
父
母
の
意
思
に
反
し
て
そ
の
父
母
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

た
だ
し
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
司
法
の
審
査
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
適
用
の
あ
る
法
律
及
び
手
続

に
従
い
そ
の
分
離
が
児
童
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
決
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
い
か
な
る
場
合
に
も
、
児
童
は
、
自
己
が
障
害
を
有
す
る
こ
と
又
は
父
母
の
一
方
若
し
く
は
双

方
が
障
害
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
父
母
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
。

 

５
 
締
約
国
は
、
近
親
の
家
族
が
障
害
の
あ
る
児
童
を
監
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
層
広
い

範
囲
の
家
族
の
中
で
代
替
的
な
監
護
を
提
供
し
、
及
び
こ
れ
が
不
可
能
な
と
き
は
、
地
域
社
会
の
中
で

家
庭
的
な
環
境
に
よ
り
代
替
的
な
監
護
を
提
供
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
。
 

資
料
②
－

A
 

■
「
日
本
障
害
フ
ォ
－
ラ
ム
（
Ｊ
Ｄ
Ｆ
）
」
（
概
略
）

 

 １
．
目
的

 
 

わ
が
国
の
「
障
害
者
基
本
計
画
」
等
の
施
策
を
推
進
す
る
と
共
に
、
障
害
を
も
つ
人
の
権

利
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
障
害
者
団
体
を
中
心
と
し
て
連
携
す
る
た
め
の
組
織
づ
く

り
を
進
め
る
。

 
 ２
．
名
称

 
 

名
称
は
「
日
本
障
害
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
（

Ja
pa

n 
D

is
ab

ili
ty

 F
or

um
）
と
称
す
る
。

 
略
称
は
、
「
Ｊ
Ｄ
Ｆ
」
と
す
る
。
（

20
04
年
に
設
立
）

 
 ３
．
構
成

 
 

Ｊ
Ｄ
Ｆ
は
、
次
の
障
害
者
団
体
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
を
支
援
す
る
障
害
者
福
祉
団
体
等

と
と
も
に
構
成
す
る
。
（
順
不
同
）

 
 【
構
成
団
体
】

 
日
本
身
体
障
害
者
団
体
連
合
会

 
 

 
日
本
盲
人
会
連
合

 
 

 
全
日
本
ろ
う
あ
連
盟

 
 

日
本
障
害
者
協
議
会

 
 

 
Ｄ
Ｐ
Ｉ
（
障
害
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
日
本
会
議

 
 

全
日
本
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

 
 

 
全
国
脊
髄
損
傷
者
連
合
会

 
 

 
全
国
「
精
神
病
」

者
集
団

 
 

 
全
国
精
神
保
健
福
祉
会
連
合
会

 
 

 
全
国
盲
ろ
う
者
協
会

 
 

 
 

全
日
本
難
聴
者
・
中
途
失
聴
者
団
体
連
合
会

 
 

 
全
国
社
会
福
祉
協
議
会

 
 

 
 

日
本
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会

 
 ４
．
事
業

 
 

JD
F
が
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
は
主
に
以
下
の

4
つ
。
こ
れ
ら
の
事
業
を
推
進
す
る

3
つ

 
の
専
門
委
員
会
を
設
け
、
各
団
体
よ
り
委
員
を
選
任
し
て
活
動
し
て
い
る
。

 
 （
１
）
国
連
・
障
害
者
の
権
利
条
約
の
推
進

 
（
２
）
第
二
次
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
十
年
」
の
推
進
及
び
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
フ

 
 
ォ
ー
ラ
ム
（

AP
D

F）
」
に
関
す
る
こ
と

 
（
３
）
「
障
害
者
基
本
計
画
」
を
は
じ
め
と
す
る
わ
が
国
の
障
害
者
施
策
の
推
進

 
（
４
）
障
害
者
の
差
別
禁
止
と
権
利
に
係
る
国
内
法
制
度
の
実
現
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【
資
料
②
－
Ｂ
】

 
 

現
行
の
障
害
者
基
本
法
の
主
な
関
連
規
定

 
 

20
04
年
６
月
４
日
改
正
法
 
公
布
・
施
行

 
（
１
）
定
義
（
第
２
条
）

  
  
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
又
は
精
神
障
害
（
以
下
「
障

害
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
た
め
、
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受

け
る
者
と
規
定
。

  
   （
２
）
基
本
的
理
念
（
第
３
条
の
３
）

 
   
何
人
も
、
障
害
者
に
対
し
て
、
障
害
を
理
由
と
し
て
、
差
別
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
規
定
。

 
  （
３
）
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
（
第
４
条
）

 
   
障
害
者
の
権
利
の
擁
護
及
び
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
防
止
を
図
り
つ
つ
、
障
害
者
の
自
立
及
び

社
会
参
加
を
支
援
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
明
記
。

 

  （
４
）
国
民
の
責
務
（
第
５
条
）

 
   

  
社
会
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
障
害
者
が
差
別
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会

の
実
現
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
明
記
。

 
  （
５
）
施
策
の
基
本
方
針
（
第
８
条
の
２
）

 
   
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
障
害
者
の
自
主
性
が
十
分
に
尊
重
さ

れ
、
か
つ
、
障
害
者
が
、
可
能
な
限
り
、
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
  （
６
）
検
討
（
附
則
第
３
条
）

 
   
こ
の
法
律
の
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
改
正
後
の
規
定
の
実
施
状
況
、
障
害

者
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
障
害
者
に
関
す
る
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
 

   

 

 
- 1

 -  

障
が
い
者
制
度
改
革
に
つ
い
て

 
～
政
権
交
代
で
実
現
す
る
真
の
共
生
社
会
～

 
 

２
０
０
９
年

4
月

8
日

 
障
が
い
者
政
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
Ｐ
Ｔ
）

 
 目
次

 
・
は
じ
め
に
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

P2
 

 ・
第
１

 
基
本
理
念
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

P3
 

 ・
第
２

 
「
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
法
案
」
の
基
本
的
考
え
方

 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

P4
 

・
第
３

 
障
が
い
者
の
総
合
福
祉
施
策
の
改
革
推
進
の
方
向
性

 
（「
障
が
い
者
総
合
福
祉
法
」（
仮
称
）
の
在
り
方
）

 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

P9
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は
じ
め
に

 
 

民
主
党
は
、
現
行
の
障
害
者
自
立
支
援
法
が

成
立
、
施
行
さ
れ
て
以
来
、
わ
が
国
に
お
け
る

障
が
い
者
政
策
の
理
念
、
実
態
に
お
い
て
、
大

き
な
混
乱
を
招
い
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、

総
合
的
に
抜
本
的
見
直
し
を
行
う
こ
と
を
強
く

求
め
、
議
論
を
重
ね
て
き
た
。

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
は
、
障
が
い
種
別
に
か

か
わ
ら
ず
、
一
元
的
・
全
国
統
一
的
に
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
を
創
設
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
福
祉
制
度
を
抜
本
的
に

改
正
す
る
内
容
で
あ
り
、
急
激
な
制
度
改
正
で

あ
っ
た
た
め
に
、
国
民
的
な
合
意
が
得
ら
れ
な

い
ま
ま
利
用
者
負
担
の
増
額
や
報
酬
の
在
り
方

が
変
更
さ
れ
る
な
ど
、
混
乱
を
招
く
結
果
と
な

っ
た
。

 

 

こ
の
よ
う
な
抜
本
的
な
制
度
改
革
を
行
う
に

は
、
国
民
的
合
意
に
基
づ
く
障
が
い
者
福
祉
施

策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
、
障
が
い
者
等
の

暮
ら
し
の
実
態
、
生
活
環
境
等
の
実
態
を
調
査

検
証
し
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
改
革
を
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
将
来
に
わ
た
り
安
定
し
た
障
が

い
者
福
祉
制
度
を
構
築
し
、
障
が
い
者
等
が
安

心
し
て
地
域
で
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
を

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

 

 

民
主
党
は
、
２
０
０
７
年
１
０
月
緊
急
避
難

的
に
「
障
害
者
自
立
支
援
法
改
正
案
」
を
参
議

院
に
提
出
し
、
い
わ
ゆ
る
応
益
負
担
を
廃
止
す

る
と
と
も
に
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
支
援

規
定
を
盛
り
込
み
、
法
案
審
議
と
制
度
改
革
を

求
め
て
き
た
。

 

 

政
府
与
党
は
、
２
０
０
６
年
１
２
月
に
利
用

者
負
担
の
引
き
下
げ
や
事
業
者
に
対
す
る
激
変

緩
和
策
と
し
て
１
２
０
０
億
円
の
「
特
別
対
策
」

（
２
０
０
６
年
度
補
正
予
算
よ
り
２
０
０
８
年

度
予
算
ま
で
）
を
行
い
、
さ
ら
に
２
０
０
９
年

度
以
降
に
お
い
て
も
緊
急
措
置
（
特
別
対
策
の

上
乗
せ
）
を
実
施
す
る
と
し
て
い
る
が
、
障
が

い
者
施
策
の
将
来
に
対
す
る
不
安
感
は
払
拭
さ

れ
て
い
な
い
。
障
が
い
者
の
生
活
や
社
会
参
加

が
不
安
な
く
積
極
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
は
、
小
手
先
の
改
革
で
は
な
く
、
抜
本

的
か
つ
総
合
的
な
制
度
改
革
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

 

 

２
０
０
６
年
１
２
月
、
国
連
に
お
い
て
障
が

い
者
の
権
利
及
び
尊
厳
を
保
護
し
、
及
び
促
進

す
る
た
め
の
包
括
的
か
つ
総
合
的
な
国
際
条
約

で
あ
る
「
障
害
者
権
利
条
約
」
が
採
択
さ
れ
、

わ
が
国
も
署
名
し
た
。
２
０
０
８
年
５
月
３
日

よ
り
正
式
に
発
効
し
、
今
後
、
わ
が
国
に
お
い

て
条
約
の
早
期
批
准
に
向
け
て
、
関
連
す
る
国

内
法
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
民
主
党
は
、

権
利
条
約
の
批
准
の
前
提
と
し
て
、
障
が
い
者

政
策
に
係
る
広
範
な
国
内
法
の
制
度
改
革
及
び

整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
全
力
を
尽
く
す
。

 

 

諸
外
国
と
の
比
較
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で

低
い
社
会
支
出
（
北
欧
諸
国
の
約
１
／
６
、
イ

ギ
リ
ス
の
約
１
／
３
、
ア
メ
リ
カ
の
約
１
／
２
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
調
査
に
よ
る
）
と
国
民
負
担
率
と
な

っ
て
お
り
、
立
ち
遅
れ
て
い
る
社
会
的
地
域
基

盤
の
整
備
と
経
済
的
自
立
を
促
進
し
、
わ
が
国

の
障
が
い
者
福
祉
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

施
策
項
目
と
達
成
期
間
等
を
定
め
た
総
合
的
な

福
祉
計
画
と
財
政
的
な
数
値
目
標
を
定
め
る
必

要
が
あ
る
。

 

 

民
主
党
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
障
が
い
者
施

策
の
将
来
像
・
全
体
像
を
明
確
に
示
す
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
、
１
０
部
門
で
構
成
す
る

「
障
が
い
者
政
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を

設
置
し
、
多
角
的
な
議
論
を
重
ね
、
こ
こ
に
「
障

が
い
者
制
度
改
革
推
進
法
案
」
及
び
「
障
が
い

者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）
」
の
方
向
性
を
明
示
し
、

関
係
者
お
よ
び
関
係
団
体
の
議
論
に
寄
与
す
る

も
の
で
あ
る
。
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第
１

 
基
本
理
念

 

   

民
主
党
は
、
障
が
い
者
等
が
当
た
り
前
に
地
域
で
暮
ら
し
、
地
域
の
一
員
と
し

て
共
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
い
る
。

 

 

障
が
い
者
等
の
生
活
と
自
立
、
社
会
参
加
は
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
、
個
々
の

人
権
の
保
障
お
よ
び
促
進
の
た
め
の
具
体
的
な
施
策
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
国
民
の
共
存
共
栄
の
理
念
の
下
、
障
が
い
当
事
者
の
「
自
己
決
定
・

自
己
選
択
」
の
原
則
が
保
障
さ
れ
る
制
度
設
計
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

 

 

年
齢
や
性
別
、
障
が
い
の
有
無
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
が
い
き
い

き
と
働
き
、
社
会
参
加
し
、
暮
ら
し
や
す
い
社
会
を
構
築
す
る
た
め
バ
リ
ア
フ
リ

ー
と
い
う
概
念
（
障
が
い
の
除
去
）
か
ら
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
」
へ
理
念
の
発

展
を
図
る
。
そ
の
た
め
に
、
何
ら
か
の
障
が
い
に
よ
り
自
立
及
び
社
会
参
加
の
た

め
に
支
援
等
を
必
要
と
す
る
者
を
広
く
施
策
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者

の
年
齢
及
び
障
が
い
の
状
態
に
応
じ
て
必
要
な
支
援
等
が
的
確
に
講
じ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

「
障
害
者
基
本
法
」
に
お
け
る
「
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に

ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
理
念
を
基
本
と
し
つ

つ
、
障
が
い
者
の
権
利
擁
護
と
合
理
的
配
慮
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
「
障
害
者

権
利
条
約
」
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
障
が
い
者

の
総
合
福
祉
施
策
と
し
て
新
た
な
制
度
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

す
な
わ
ち
「
障
害
者
権
利
条
約
」
の
早
期
批
准
に
向
け
て
、
条
約
に
お
い
て
締

約
国
が
措
置
を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
達
成
す
る
た
め
に
、
障
が
い
者
等
に
係

る
広
範
な
国
内
法
の
制
度
改
革
及
び
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

 
 民
主
党
は
、
障
が
い
者
の
生
活
や
社
会
参
加
が
不
安
な
く
積
極
的
に
な
さ
れ
る

よ
う
、
小
手
先
の
改
革
で
は
な
く
、
抜
本
的
か
つ
総
合
的
な
制
度
改
革
を
行
っ
て

い
く
。
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第
２

 
「
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
法
案
」
の
基
本
的
考
え
方

 
 

現
在
、
内
閣
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
障
害
者
施
策
推
進
本
部
」（
本
部
長
：
内
閣
総
理
大
臣
）

を
改
編
し
、
わ
が
国
の
障
が
い
者
施
策
の
改
革
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
、
お

よ
び
必
要
な
国
内
法
の
整
備
、
見
直
し
を
行
う
た
め
に
、
新
た
に
「
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進

本
部
」
を
設
置
し
て
、
制
度
改
革
の
推
進
に
関
す
る
総
合
調
整
、
改
革
推
進
計
画
の
案
の
作
成

及
び
推
進
、
必
要
な
法
律
案
及
び
政
令
案
の
立
案
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 

内
閣
に
設
置
さ
れ
る
「
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
」
の
組
織
の
中
に
、
障
が
い
当
事
者

の
参
画
が
よ
り
強
化
さ
れ
る
よ
う
障
が
い
当
事
者
団
体
、
有
識
者
を
含
む
委
員
会
を
設
け
、
制

度
改
革
推
進
計
画
の
案
の
作
成
及
び
法
令
の
立
案
、
制
度
改
革
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
本
部
長
に
意
見
を
述
べ
る
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
内
閣
府

に
そ
れ
ら
の
事
務
局
（
担
当
部
門
に
は
障
が
い
者
等
の
当
事
者
、
有
識
者
を
登
用
す
る
）
を
設

置
し
、
制
度
改
革
の
実
施
に
必
要
な
法
律
案
の
立
案
等
の
事
務
を
一
元
的
に
処
理
す
る
も
の
と

す
る
。
障
が
い
者
等
に
係
る
制
度
改
革
は
、
次
に
掲
げ
る
１
７
項
目
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
推

進
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

  そ
の
１

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
関
を
設
置
し
ま
す

 
障
害
者
権
利
条
約
の
国
内
に
お
け
る
実
施
を
促
進
、
保
護
及
び
監
視
し
て
い
く
こ
と
が
同

条
約
で
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
制
度
改
革
の
実
施
状
況
を
調
査
審
議
し
、
勧

告
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
関

(
枠
組
み

)
の
設
置
を
設
置
す
る
。
こ
の
機
関
は
、
同
条

約
３
３
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
政
府
か
ら
独
立
し
、
障
が
い
当
事
者
団
体
の
参

画
が
保
障
さ
れ
る
」
制
度
と
す
る
。

 

 そ
の
２

 
差
別
を
禁
止
す
る
法
制
度
を
構
築
し
ま
す

 
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
根
絶
を
図
る
た
め
、
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止

に
関
す
る
国
際
社
会
に
お
け
る
取
り
組
み
（
障
害
者
権
利
条
約
に
お
け
る
権
利
擁
護
、
合
理

的
配
慮
の
導
入
）
を
踏
ま
え
、
障
が
い
者
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
禁
止
す
る
法
制
度
を

構
築
す
る
。

 

 そ
の
３

 
虐
待
を
防
止
す
る
法
制
度
を
確
立
し
ま
す

 
施
設
等
で
発
生
し
て
い
る
障
が
い
者
等
へ
の
虐
待
を
防
止
し
、
障
が
い
者
等
の
権
利
を
擁

護
す
る
た
め
に
、
障
が
い
者
虐
待
を
受
け
た
障
が
い
者
に
対
す
る
保
護
の
た
め
の
措
置
と
共

に
、
障
が
い
者
虐
待
の
防
止
に
資
す
る
た
め
の
介
護
者
に
対
す
る
支
援
の
た
め
の
措
置
が
真

に
行
わ
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
虐
待
の
防
止
等
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
。

 

 

 
- 5

 - 

そ
の
４

 
政
治
（
選
挙
）
へ
の
参
加
を
一
層
確
保
し
ま
す

 
障
が
い
者
の
政
治
的
権
利
の
享
有
及
び
権
利
行
使
す
る
機
会
は
、
十
分
に
保
障
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
選
挙
制
度
に
お
い
て
、
公
報
・
政
見
放
送
・
投
票
に
お
け
る
手

話
、
点
字
又
は
文
字
表
記
（
字
幕
）
等
が
効
果
的
か
つ
完
全
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
従
っ

て
、
障
が
い
者
が
候
補
者
等
の
情
報
を
容
易
に
入
手
し
、
投
票
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
等
に
よ
り
、
障
が
い
者
の
政
治
等
へ
の
参
加
を
よ
り
一
層
確
保
す
る
。

 

 そ
の
５

 
司
法
に
係
る
手
続
に
お
け
る
支
援
を
拡
充
し
ま
す

 
司
法
に
係
る
手
続
（
犯
罪
捜
査
の
段
階
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
障
が
い
者
の
権
利
の
行

使
又
は
義
務
の
履
行
を
容
易
に
す
る
た
め
、
障
が
い
者
の
意
思
疎
通
の
仲
介
に
関
す
る
援
助

を
提
供
す
る
体
制
を
充
実
す
る
こ
と
や
、
障
が
い
の
特
性
及
び
年
齢
に
適
し
た
配
慮
を
行
う

こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
他
障
が
い
者
が
障
が
い
者
以
外
の
者
と
平
等
に
、
か
つ
効
果
的
に
司

法
に
係
る
手
続
を
利
用
す
る
機
会
を
確
保
す
る
。

 

 そ
の
６

 
共
に
学
び
共
に
育
つ
教
育
に
転
換
し
ま
す

 
学
校
教
育
制
度
は
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
障
が
い
児
が
障
が
い
児
以
外
の
者
と
原
則

分
け
ら
れ
ず
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
（
共
に
学
び
共
に
育
つ
教
育
）
と
す
る
こ
と
を
基
本

と
す
る
と
と
も
に
、
障
が
い
児
又
は
そ
の
保
護
者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
特
別
支
援
教
育
を

受
け
る
こ
と
を
保
障
す
る
。

 

 

手
話
、
点
字
又
は
文
字
表
記
（
要
約
筆
記
）
等
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
支
援
、

教
材
、
施
設
及
び
設
備
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
、
教
職
員
の
体
制
整
備
な
ど
、
障
が
い
児
が

学
ぶ
地
域
の
学
校
も
含
む
教
育
現
場
で
の
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

 

 義
務
教
育
の
み
な
ら
ず
後
期
中
等
教
育
（
中
等
教
育
の
う
ち
義
務
教
育
終
了
後
に
行
わ
れ

る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
高
等
教
育
等
の
教
育
制
度
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育

に
相
当
す
る
施
策
を
推
進
す
る
。

 

 そ
の
７

 
移
動
の
自
由
の
権
利
を
保
障
し
ま
す

 
障
が
い
者
等
が
快
適
で
生
活
・
社
会
参
加
し
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
（
高
齢
者
、

障
が
い
者
等
を
含
む
す
べ
て
の
者
が
共
通
に
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
す
べ
て
の
者

の
円
滑
な
利
用
が
最
大
限
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
仕
様
を
い
う
。
）
に
よ
る
製
品
、

役
務
等
の
研
究
開
発
を
促
進
し
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
研

究
開
発
・
普
及
促
進
に
お
い
て
は
事
業
者
等
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行

う
。
ま
た
、
障
が
い
者
の
有
す
る
障
が
い
に
配
慮
し
た
住
宅
の
整
備
そ
の
他
の
居
住
環
境
の

整
備
を
推
進
す
る
。
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障
が
い
者
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
施
設
の
構
造
及
び
設
備
の
整
備
等
を
支
援
す

る
と
と
も
に
、
現
行
の
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
既
存
の
施
設
（
公
的
施

設
）
に
お
い
て
も
基
準
適
合
の
義
務
化
な
ど
を
行
い
、
実
施
期
限
を
設
け
る
な
ど
施
策
を
推

進
す
る
。
ま
た
、「
交
通
基
本
法
案
」（
民
主
党
提
出
）
等
に
よ
り
、
障
が
い
者
等
の
移
動
の

自
由
等
の
権
利
が
保
障
さ
れ
、
既
存
の
施
設
間
（
公
的
施
設
）
の
移
動
等
が
円
滑
に
で
き
る

よ
う
道
路
等
の
一
体
的
な
整
備
を
推
進
す
る
。

 

 そ
の
８

 
情
報
の
利
用
・
伝
達
を
支
援
し
ま
す

 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
事
務
を
行
う
に
際
し
、
障
が
い
者
が
そ
の
障
が
い
等
の

状
態
に
応
じ
て
情
報
の
入
手
、
利
用
等
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
施
策
を

講
じ
る
。
情
報
の
利
用
等
に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
技
術
革
新
を
効
果
的
に
利

用
し
て
円
滑
な
情
報
の
入
手
、
利
用
等
の
促
進
を
図
る
。

 

 

情
報
の
提
供
等
の
事
業
者
は
、
そ
の
責
任
と
能
力
に
応
じ
て
、
障
が
い
者
の
円
滑
な
情
報

の
入
手
、
利
用
等
の
た
め
の
便
宜
を
図
る
こ
と
を
促
進
す
る
。

 

 

障
が
い
者
に
対
す
る
災
害
情
報
が
的
確
に
伝
達
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
。

 

 そ
の
９

 
雇
用
・
働
く
場
所
を
創
り
ま
す

 
「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
に
つ
い
て
、
法
定
雇
用
率
の
対
象
と
な
る
障
が
い
者
の
範
囲
を

拡
大
し
、
現
行
の
法
定
雇
用
率
（
民
間
１
．
８
％
、
国
・
地
方
公
共
団
体
２
．
１
％
）
の
さ

ら
な
る
引
き
上
げ
を
行
う
。

 

 

障
が
い
者
の
雇
用
の
促
進
の
み
な
ら
ず
、
就
労
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

の
整
備
、
障
が
い
者
が
雇
用
さ
れ
る
の
に
伴
い
必
要
と
な
る
施
設
又
は
設
備
の
充
実
等
、

障
が
い
者
の
雇
用
の
継
続
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
。
ま
た
、
障
が
い
者
に

よ
る
起
業
を
支
援
す
る
こ
と
等
、
自
営
業
や
協
同
し
て
事
業
を
営
む
な
ど
に
よ
る
雇
用
以

外
の
就
業
形
態
に
よ
る
就
業
に
つ
い
て
も
そ
の
促
進
を
図
る
。

 

 

公
契
約
に
際
し
、
「
総
合
評
価
入
札
制
度
」
に
お
け
る
障
が
い
者
の
法
定
雇
用
率
を
評
価

項
目
と
し
て
義
務
付
け
る
公
契
約
規
定
を
検
討
す
る
こ
と
な
ど
障
が
い
者
等
の
一
般
雇
用

が
さ
ら
に
促
進
す
る
よ
う
施
策
の
推
進
を
行
う
。
ま
た
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
が
優
先

的
に
障
が
い
者
就
労
事
業
所
か
ら
物
品
等
を
調
達
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
が
い
者
就
労
事

業
所
の
受
注
の
機
会
の
増
大
を
図
る
。

 

 そ
の
１
０

 
十
分
な
所
得
の
保
障
を
実
現
し
ま
す

 
障
が
い
者
の
所
得
の
確
保
に
係
る
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
就
労
を
促
進
し
、
障
が
い

者
に
対
す
る
手
当
は
就
労
に
よ
る
所
得
を
補
完
す
る
も
の
と
位
置
付
け
、
真
に
自
立
し
た
生
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活
が
で
き
る
よ
う
障
が
い
者
に
対
す
る
手
当
の
支
給
対
象
の
拡
大
と
支
給
額
の
引
上
げ
を

図
る
。
ま
た
、
障
害
年
金
の
在
り
方
及
び
年
金
受
給
権
を
有
し
な
い
障
が
い
者
（
無
年
金
障

が
い
者
）
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
特
別
障
害
給
付
金
制
度
の
拡
充
を
検
討
す
る
と
と
も

に
、
年
金
制
度
の
抜
本
改
革
の
際
に
検
討
す
る
。

 

 

障
が
い
者
の
地
域
生
活
の
基
本
と
し
て
、
「
住
宅
手
当
」
の
創
設
（
生
活
保
護
基
準
を
参

考
）
と
住
ま
い
の
確
保
策
（
地
域
基
盤
整
備
）
を
行
う
。

 

 そ
の
１
１

 
自
立
支
援
法
を
抜
本
的
に
見
直
し
ま
す

 
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
は
「
障
が
い
者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）
」
と
し
て
抜
本
的
に
見

直
す
。
あ
わ
せ
て
「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
「
知
的
障
害
者
福
祉
法
」
「
精
神
保
健
福
祉
法
」

「
発
達
障
害
者
支
援
法
」
等
に
つ
い
て
も
見
直
す
。

 

 

障
が
い
者
等
の
範
囲
・
定
義
を
見
直
し
、
い
わ
ゆ
る
「
制
度
の
谷
間
」
と
言
わ
れ
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
対
象
外
を
な
く
し
、
幅
広
く
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
あ

わ
せ
て
何
ら
か
の
障
が
い
に
よ
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
障
が
い
者
に
「
社
会
参
加

カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
を
交
付
す
る
制
度
を
創
設
す
る
（
現
行
の
手
帳
制
度
か
ら
の
移
行
が
円

滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
経
過
措
置
を
設
け
る
）
。

 

 

利
用
者
負
担
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
「
定
率
負
担
（
応
益
負
担
）
」
を
廃
止
し
、
利
用
者

本
人
の
「
応
能
負
担
」
を
基
本
と
す
る
。

 

 

障
が
い
者
等
が
身
近
な
地
域
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
・
利
用
で
き
る
よ
う
障
が
い
種
別

や
年
齢
で
区
分
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
体
系
を
構
築
す
る
。
 

 そ
の
１
２

 
き
め
細
か
な
障
が
い
児
の
福
祉
を
実
現
し
ま
す

 
障
が
い
児
に
か
か
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、「
障
が
い
者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）
」
の
中
に
位

置
付
け
、
実
施
主
体
は
、
よ
り
身
近
な
市
町
村
（
基
礎
的
自
治
体
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

現
行
の
体
制
で
市
町
村
が
担
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
市
町
村

が
き
め
細
や
か
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
人
員
確
保
、
児
童
福

祉
施
設
等
の
充
実
を
図
る
。

 

 障
が
い
児
に
必
要
な
医
療
、
療
育
等
を
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
施

設
の
整
備
及
び
充
実
を
図
る
。

 

 そ
の
１
３

 
医
療
支
援
も
見
直
し
ま
す

 
現
行
の
自
立
支
援
医
療
に
お
け
る
定
率
１
割
負
担
（
応
益
負
担
）
は
廃
止
し
、
更
生
医
療
、

育
成
医
療
に
つ
い
て
、
自
立
支
援
法
以
前
の
負
担
水
準
を
勘
案
し
つ
つ
応
能
負
担
と
す
る
。
 



─ 131 ─

 

 
- 8

 - 

 

精
神
保
健
福
祉
医
療
の
う
ち
、
今
後
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
障
が
い
種
別
に
か
か

わ
り
な
く
「
障
が
い
者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）
」
で
行
う
こ
と
と
す
る
。
精
神
通
院
医
療
に

つ
い
て
は
精
神
科
病
院
等
に
入
院
し
て
行
わ
れ
る
精
神
障
が
い
の
医
療
と
連
携
の
と
れ
た

制
度
と
し
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
が
い
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
保
護
者
制
度
、
都
道
府

県
知
事
に
よ
る
入
院
措
置
に
係
る
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
精
神
障
が
い
者
が
地
域
社
会
で
自

立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
見
直
し
、
新
た
な
精
神
医
療
体

制
を
構
築
す
る
。

 

 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
障
が
い
者
に
対
す
る
説
明
及
び
障
が
い
者
の
同
意
の
下
に
医

療
の
給
付
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
必
要
な
施
策

を
講
じ
る
。

 

  そ
の
１
４

 
難
病
対
策
を
法
制
化
し
ま
す

 
現
行
の
難
病
対
策
（
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
等
）
は
、
根
拠
と
な
る
法
制
度
が
未
整

備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
難
病
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
難
病
患
者
の
医
療
費
負
担
の
軽
減
を

柱
と
す
る
新
た
な
法
制
度
を
整
備
す
る
。

 

  そ
の
１
５

 
障
が
い
関
係
予
算
に
数
値
目
標
を
定
め
ま
す

 
わ
が
国
に
お
け
る
障
が
い
者
に
係
る
予
算
は
、
諸
外
国
と
の
比
較
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

で
低
い
社
会
支
出
と
国
民
負
担
率
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
立
ち
遅
れ
て
い
る
社
会
的
地
域
基

盤
の
整
備
と
経
済
的
自
立
を
促
進
し
、
障
が
い
者
福
祉
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
施
策
項
目

と
達
成
期
間
等
を
定
め
た
総
合
的
な
福
祉
計
画
と
財
政
的
な
数
値
目
標
を
定
め
る
。

 

  そ
の
１
６

 
障
害
者
権
利
条
約
を
全
面
的
に
履
行
し
ま
す

 
上
記
の
（
１
）
か
ら
（
１
５
）
ま
で
の
他
に
、
障
害
者
権
利
条
約
に
お
い
て
締
約
国
が
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

 

  そ
の
１
７

 
法
制
上
・
財
政
上
の
措
置
で
集
中
実
施
し
ま
す

 
「
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
」
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
推
進
計
画
に
基
づ
い
て
、
総

合
的
か
つ
集
中
的
な
推
進
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
。
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 - 

第
３

 
障
が
い
者
の
総
合
福
祉
施
策
の
改
革
推
進
の
方
向
性

 
（「
障
が
い
者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）」
の
在
り
方
）

 
 （
１
）

 
障
が
い
者
の
範
囲
・
定
義
に
つ
い
て

 
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
第
４
条
定
義
を
早
急
に
見
直
し
、
い
わ
ゆ
る
「
制
度
の
谷
間
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
発
達
障
害
、
高
次
脳
機
能
障
害
、
難
病
、
内
部
障
害
」
な
ど
を
含

む
定
義
と
な
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

 

障
が
い
者
等
の
範
囲
・
定
義
を
見
直
し
、
い
わ
ゆ
る
「
制
度
の
谷
間
」
と
言
わ
れ
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
外
を
な
く
し
、
幅
広
く
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

あ
わ
せ
て
何
ら
か
の
障
が
い
に
よ
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
障
が
い
者
に
「
社
会

参
加
カ
ー
ド
（
仮
称
）
」
を
交
付
す
る
制
度
を
創
設
す
る
（
現
行
の
手
帳
制
度
か
ら
の
移

行
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
経
過
措
置
を
設
け
る
）
。

 

（
２
）

 
利
用
者
負
担
の
在
り
方

 
利
用
者
負
担
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
「
定
率
負
担
（
応
益
負
担
）
」
を
廃
止
し
、「
応
能

負
担
」
を
基
本
と
す
る
。
「
応
能
負
担
」
に
お
け
る
負
担
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
「
世
帯
単
位
（
家
計
）
」
を
見
直
し
て
「
個
人
単
位
（
利
用
者
本
人
、
配
偶
者
を
含
む
）
」

と
す
る
。

 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
利
用
者
負
担
額
と
補
装
具
お
よ
び
医
療
に
係
る
利
用
者
負

担
額
と
合
算
し
た
額
が
一
定
の
額
を
超
え
る
（
高
額
と
な
る
）
場
合
に
は
、
特
別
の
負
担

軽
減
策
を
講
じ
る
。

 

（
３
）

 
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
支
給
決
定
の
在
り
方

 
現
行
の
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
に
お
け
る
「
障
害
程
度
区
分
」
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
支

給
決
定
の
在
り
方
を
抜
本
的
に
改
め
、
障
が
い
者
等
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
認
定
方
法
を
基

本
と
す
る
。

 

「
障
害
程
度
区
分
認
定
」
は
廃
止
す
る
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
調
査
専
門
員
（
仮

称
）
」
が
、
障
が
い
者
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
い
、「
サ
ー
ビ
ス
支
給
に
係
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
仮
称
）
」
に
基
づ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
支
給
内
容
を
作
成
す
る
。

当
該
調
査
専
門
員
が
作
成
し
た
サ
ー
ビ
ス
支
給
内
容
を
「
障
が
い
者
サ
ー
ビ
ス
委
員
会

（
仮
称
）
」（
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
決
定
を
行
う
た
め
の
地
域
に
お
け
る
委
員
会
）
で
決
定
し
、

実
施
機
関
（
市
町
村
等
）
に
指
示
す
る
。

 

（
４
）

 
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
在
り
方

 
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
障
が
い
者
等
の
自
立
と
社
会
参
加
お
よ
び
自
己
決
定
・
自
己
選

択
の
原
則
に
か
ん
が
み
て
、
「
生
活
・
社
会
参
加
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
と
し
て
統
合
す
る
。
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- 1

0 
- 

「
移
動
支
援
」
は
個
別
給
付
の
対
象
と
す
る
。

 

現
行
の
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
体
系
を
障
が
い
者
等
の
地
域
に

お
け
る
生
活
、
自
立
と
社
会
参
加
お
よ
び
自
己
決
定
・
自
己
選
択
の
原
則
に
か
ん
が
み
て
、

「
居
住
支
援
（
新
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
」（
現
行
の
ケ
ア
ホ
ー
ム
の
よ
う
に
必
要
な
場
合
に

介
護
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
柔
軟
に
対
応
す
る
）
と
し
て
統
合
す
る
。

 

障
が
い
児
に
か
か
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
体
系
は
、「
障
が
い
者
総
合
福
祉
法
（
仮
称
）
」
の
中

に
位
置
付
け
て
、
実
施
主
体
は
市
町
村
（
基
礎
的
自
治
体
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
５
）

 
事
業
者
の
経
営
基
盤
の
強
化

 
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
現
行
の
日
額
方
式
は
廃
止
し
、

基
本
は
月
額
方
式
と
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
よ
っ
て
は
、
個
別
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
日

額
方
式
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
排
除
し
な
い
。

 

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
経
営
基
盤
の
強
化
は
、
障
が
い
者
が
個
別
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
際
、
安
定
的
な
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

施
設
整
備
費
お
よ
び
人
件
費
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
価
を
引
き
上
げ
て
整
備
す

る
こ
と
を
国
が
責
任
を
持
っ
て
行
う
。

 

（
６
）

 
地
域
生
活
支
援
事
業
の
在
り
方

 
障
が
い
者
個
人
の
社
会
参
加
と
し
て
利
用
す
る
日
常
生
活
用
具
の
給
付
等
、
移
動
支
援

に
つ
い
て
は
、
個
別
給
付
の
サ
ー
ビ
ス
支
援
（
「
生
活
・
社
会
参
加
サ
ー
ビ
ス
支
援
」
）
と

し
て
位
置
付
け
る
。

 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
（
手
話
通
訳
等
を
行
う
者
の
派
遣
）
に
つ
い
て
は
、
原
則

無
料
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
７
）

 
相
談
支
援
の
在
り
方

 
障
が
い
者
等
が
身
近
な
地
域
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
・
利
用
で
き
、
当
た
り
前
に
地

域
で
暮
ら
し
、
地
域
の
一
員
と
し
て
共
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
現
行
の
「
地

域
自
立
支
援
協
議
会
」
を
中
核
と
し
て
相
談
事
業
の
体
制
強
化
（
社
会
福
祉
法
人
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
積
極
的
活
用
）
を
推
進
し
、
あ
わ
せ
て
相
談
窓
口
や
相

談
員
の
充
実
を
図
る
。

 

（
８
）

 
就
労
支
援
の
在
り
方

 
障
が
い
者
の
自
立
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
一
般
就
労
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
現

行
の
地
域
自
立
支
援
協
議
会
の
各
地
域
に
お
け
る
体
制
の
充
実
強
化
を
行
い
、
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
基
盤
の
整
備
と
就
労
の
定
着
を
図
る
。

 

一
般
就
労
以
外
の
就
労
的
事
業
（
授
産
施
設
、
福
祉
工
場
、
更
生
施
設
、
小
規
模
作
業

所
等
）
を
整
理
し
、
現
行
の
「
自
立
訓
練
」「
就
労
移
行
支
援
」「
就
労
継
続
支
援
」
の
う

ち
就
労
支
援
に
か
か
わ
る
事
業
に
つ
い
て
統
合
、
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
就
労
支
援
体

制
を
強
化
す
る
方
向
で
検
討
を
加
え
る
。

 
 

 
 

 

 
 

 
 

以
上

 

 

障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
の
設
置
に
つ
い
て
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

平
成

２
１

年
１

２
月

８
日

閣
議

決
定

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 １
 
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
仮
称
）
の
締
結
に
必
要
な
国
内
法
の
整
備
を
始
め

と
す
る
我
が
国
の
障
害
者
に
係
る
制
度
の
集
中
的
な
改
革
を
行
い
、
関
係
行
政
機
関
相

互
間
の
緊
密
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
障
害
者
施
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
を

図
る
た
め
、
内
閣
に
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を

設
置

す
る

。
 

 ２
 
本
部
の
構
成
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

本
部
長
 
 
内
閣
総
理
大
臣
 

副
本
部
長
 
内
閣
官
房
長
官
 

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
障
害
者
施
策
）
 

本
部
員
 
 
他
の
す
べ
て
の
国
務
大
臣
 

 ３
 
本
部
は
、
当
面
５
年
間
を
障
害
者
の
制
度
に
係
る
改
革
の
集
中
期
間
と
位
置
付
け
、

改
革
の
推
進
に
関
す
る
総
合
調
整
、
改
革
推
進
の
基
本
的
な
方
針
の
案
の
作
成
及
び
推

進
並
び
に
法
令
等
に
お
け
る
「
障
害
」
の
表
記
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
等
を
行
う
。
 

 ４
 
本
部
長
は
、
障
害
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
た
め
、

障
害
者
、
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
学
識
経
験
者
等
の
参
集

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ５
 
本
部
の
庶
務
は
、
関
係
行
政
機
関
の
協
力
を
得
て
、
内
閣
府
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

 ６
 
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
の
運
営
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項

は
、
本
部
長
が
定
め
る
。
 

 ７
 
平
成
１
２
年
１
２
月
２
６
日
閣
議
決
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
障
害
者
施
策
推
進
本
部

（
以
下
「
旧
本
部
」
と
い
う
。
）
は
廃
止
し
、
こ
れ
ま
で
旧
本
部
が
決
定
し
た
事
項
に

つ
い
て
は
、
本
部
に
引
き
継
が
れ
る
も
の
と
す
る
。
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障
害

者
制
度

改
革

の
推

進
体

制

障
が

�
者

制
度

改
革

推
進

本
部

（
内

閣
総

理
大

臣
を
本

部
長

と
し

す
べ

て
の

国
務

大
臣

で
構

成
）

障
が

�
者

制
度

改
革

推
進

会
議

（
障

害
者

、
障

害
者

の
福

祉
に
関

す
る
事

業
に
従

事
す
る
者

、
学

識
経

験
者

等
）

部
会
（
施
策
分
野
別
）

●
障

害
者

権
利

条
約

の
締

結
に
必

要
な

国
内

法
の

整
備

を
始
め
と
す
る
我

が
国

の
障

害
者

に
係

る
制
度

の
集

中
的

な
改

革
を
行

う
た
め
、
閣
議

決
定

に
よ
り
設

置
。

●
当

面
５

年
間

を
障

害
者

制
度
改

革
の

集
中

期
間

と
位

置
付

け
、

・
改

革
推

進
に

関
す

る
総

合
調
整

・
改

革
推

進
の

基
本

的
な

方
針
の

案
の

作
成

及
び

推
進

・
「

障
害

」
の

表
記

の
在

り
方
に

関
す

る
検

討
等

を
行

う
。

障
害

者
に

係
る

制
度

の
改

革
を
始

め
、

障
害

者
施

策
の

推
進

に
関

す
る
事

項
に

つ
い

て
意

見

必
要

に
応

じ
、

部
会

を
開

催

【
新
た
な
推
進
体
制
の
下
で
の
検
討
事
項
の
例
】

・
障
害
者
権
利
条
約
の
実
施
状
況
の
監
視
等
を
行
う
機
関
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
関
）

・
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
等
の
禁
止
に
係
る
制
度

・
教
育

・
雇
用

・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等

【
資
料
３
】

 

 障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
会
議
構
成
員
名
簿

 

 大
久
保

 
常
明

 
（
福
）
全
日
本
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
常
務
理
事

 

大
谷

 
恭
子

 
弁
護
士

 

大
濱

 
真

 
（
社
）
全
国
脊
髄
損
傷
者
連
合
会
副
理
事
長

 

小
川

 
榮
一

 
日
本
障
害
フ
ォ
ー
ラ
ム
代
表

 

尾
上

 
浩
二

 
（

N
P
O
）
障
害
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
日
本
会
議
事
務
局
長

 

勝
又

 
幸
子

 
国
立
社
会
保
障
・
人
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題
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究
所
情
報
調
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分
析
部
長

 

門
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一
郎

 
（
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）
全
国
盲
ろ
う
者
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会
評
議
員

 

川
﨑

 
洋
子

 
（
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）
全
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健
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会
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長
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）
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事
長
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鷹
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長

 

佐
藤
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夫

 
日
本
社
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事
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学
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授

 

新
谷

 
友
良

 
（
社
）
全
日
本
難
聴
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・
中
途
失
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者
団
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連
合
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事

 

関
口

 
明
彦

 
全
国
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精
神
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」
者
集
団
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員
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（
福
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日
本
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会
連
合
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長
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本
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夫

 
ピ
ー
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会
長
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事
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長
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・
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テ
ィ
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テ
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代
表

 

長
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東
京
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学
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特
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授
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松

 
三
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（
財
）
全
日
本
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う
あ
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盟
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任
理
事
・
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長
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日
本
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害
フ
ォ
ー
ラ
ム
幹
事
会
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長

 

松
井

 
亮
輔

 
法
政
大
学
教
授

 

森
 
祐
司

 
（
福
）
日
本
身
体
障
害
者
団
体
連
合
会
常
務
理
事
・
事
務
局
長

 

山
崎

 
公
士

 
神
奈
川
大
学
教
授

 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

 
遠
藤

 
和
夫

 
日
本
経
済
団
体
連
合
会
労
働
政
策
本
部
主
幹

 

（
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称
略

 
五
十
音
順
）
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制度改革推進会議の進め方（大枠の議論のための論点表）たたき台 

 

推進会議 分 野 項 目 論 点 等 

第1回 

 

推進会議

初会合 

 

 

 

 

第2回から
第 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者基

本法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的性格 

 

 

 

 

１、基本法の性格をどう考えるか 

  （「施策の客体」から「権利の主体」への転換という観点から、その性格をどう位置づ
   けるのか、従来の福祉関連施策一般に関する福祉立法という位置づけから、より積

   極的に、人権の実効的保障とそのために必要なより広い分野における諸施策を包括

   する権利法といったものに転換する必要があるのではないか） 

 

障害の定義 

 

 

 

 

１、条約における障害の概念をどう反映させるのか 

 （障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点） 

２、基本法の基本的性格との関連性についてどう考えるか 

３、個別立法との関係（手帳制度）についてどう考えるか 

 

差別の定義 

 

 

 

１、差別の定義を規定するか 

２、規定する場合の差別の類型（3類型）についてどう考えるか 

３、積極的差別是正措置への言及についてどう考えるか 

 

基本的人権の確認 

 

 

 

１、現行規定の他に明文で置くべき総則的人権規定はあるか 
２、自己決定の権利と差違や多様性の尊重についてはどうか 

３、地域社会で生活を営む権利についてはどうか 

４、手話言語及びコミュニケーションに関する権利についてはどうか 

 

東内閣府参与作成資料 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者に関する基本的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、現行規定と改革17項目との関係についてどう考えるか 

２、現行規定を権利の確認という観点から見直しする必要性の有無 

３、政治参加の施策を加えるべきかどうか 

４、司法参加の施策を加えるべきかどうか 

５、差別禁止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか 

６、虐待防止の法制度の確立と施策を加えるべきかどうか 

７、障害児の施策を加えるべきかどうか 

８、難病についての施策を加えるべきかどうか 

モニタリング 

 

 

 

 

 

１、条約第３３条「促進（実施）」と「保護（救済）」と「監視」の３機関の棲み分けに

  ついてどう考えるか 

２、スクラップ・アンド・ビルドの観点から現中障協を見直し、「促進（実施）」および

 「監視」機関に抜本改正するのか。それとも、「促進（実施）」のための機関に留め、

 「監視」機関は別個にすべきか 

３、「監視」機関に抜本改正するとした場合の権限についてどう考えるか 

４、独立性をどう担保するか 

 

その他 

 

 

 

差別禁止

法 

 

 

 

 

法制度創設の必要性 

 

１、あらゆる分野を包括する差別禁止法の必要性についてどう考えるか 

 

差別の定義 

 

 

１、総則的定義をどのようにするか 

２、個別分野別定義をどのようにするか 

３、抽象的な例外規定をどう明確化・限定化するか 
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個別分野 

 

 

 

 

１、生活分野として、いかなる分野を規定すべきか 

 （例、地域生活、自己決定と法的能力、移動、建物、利用、情報保障とコミュニケーシ

  ョン、教育、就労、医療およびリハビリテーション、性、政治参加、司法手続、その

  他） 

 

関係個別立法との関係 

 

 

１、差別禁止に抵触する立法の改廃についてどう考えるか 

２、合理的配慮の具体化に向けた改正についてどう考えるか 

 

救済機関 

 

 

１、行政救済機関の設置についてどう考えるか 

２、人権擁護法案との関係についてどう考えるか 

 

相談支援機関 

 

１、相談者の立場に立った支援のあり方と支援機関についてどう考えるか 

 

その他 

 

 

 

虐待防止

法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害の定義 

 

１、被虐待者は手帳所持者には限られないのではないか 

 

虐待行為者による類型 

 

 

１、どの範囲までカバーすべきか 

 （例、介護者、福祉従事者、使用者、学校関係者、医療従事者） 

 

虐待の定義 

 

１、虐待行為者類型ごとに５類型に区分するか 
２、５類型の内容をどう考えるか 

 

早期発見義務 

 

１、早期発見義務の程度と義務者の範囲についてどう考えるか 

 

通報義務 

 

１、発見者の通報義務の対象範囲と程度についてどう考えるか 
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救済機関 

 

 

 

１、救済機関の権能についてどう考えるか 

（例、事実確認、立ち入り調査、一時保護、回復支援、その他） 

２、救済機関が対象とすべき範囲についてどう考えるか 

 

監視機関 

 

 

１、監督権限はあっても原則として監督義務はないとする現行法規の解釈のもとで、現行

  法の適切な運用のみで虐待防止の実効性を担保できるかどうか 
２、家庭における虐待以外の場合の独自の独立した監視機関の設定の必要性についてどう

  考えるか 

 

相談支援機関 

 

１、生活支援まで含めた相談支援のあり方についてどう考えるか 

 

その他  

自立支援

法 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会で生活する権利 

 

 

１、権利規定を明文化する必要性についてどう考えるか 

２、自立の概念についてどう考えるか 

 

障害の定義、適用範囲 

 

１、障害の範囲についてどう考えるか 

 

法定サービスメニュー 

 

 

 

 

１、現行規定にない社会モデルの視点に立ったサービスメニューは必要か 

２、自立支援給付と地域生活支援事業の区分けは必要なのか 

３、法定メニューの障害者の生活構造に沿った再編成とシンプル化についてどう考えるか 

４、自己決定支援の必要性についてどう考えるか 
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支給決定プロセス 

 

 

 

 

 

１、ニーズ把握の基本的視点をどこに置くか 
 （例えば、本人の障害の状況、本人の自己決定・選択、置かれた環境、及びそられの相

  互関係） 

２、障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整による支給決定プロセスのための体制

  構築についてどう考えるか 

３、セルフマネジメント・本人中心計画と相談支援機関、ピアカウンセリング・ピアサポ

  ートの役割についてどう考えるか 

４、不服の場合の異議申立手続きについてどう考えるか 

 

地域移行 

 

 

 

１、重度障害者の２４時間介護体制の構築についてどう考えるか 

２、地域移行プログラムの法定化と期限の設定についてどう考えるか 

３、地域移行支援策の法定化についてどう考えるか 

 

利用者負担 

 

 

 

１、応益負担の廃止についてどう考えるか 

２、負担の有無についてどのような原則と考え方をとるのか 

３、新基準の設定についてどう考えるか 

 

医療支援 

 

 

１、医療支援のあり方についてどう考えるか 

２、負担問題についてどう考えるか 

 

その他 

 

 

１、現行の障害程度区分に基づく国庫負担基準の問題についてどう考えるか 

２、障害者の地域生活のための財政負担の強化についてどう考えるか 

３、地域間格差をどのようになくしていくのか 

 

教育 

 

 

 

 

就学先決定の仕組み 

 

 

 

１、学校教育法施行例5条ならびに22条の3項「障害に基く分離」制度の廃止についてどう
  考えるか 

２、学籍統合についてどう考えるか 

３、選択権の保障についてどう考えるか 
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合理的配慮の具体化 

 

 

１、合理的配慮の具体的内容についての策定プロセス（三者の合意）についてどう考える

  か 

２、不服の場合の異議申立手続きについてどう考えるか 

 

聴覚、視覚に障害がある場合の教

育 

 

 

１、手話言語学習権の保障と教育のあり方についてどう考えるか 

２、手話又は点字についての適格性を有する教員の確保についてどう考えるか 

３、教育におけるあらゆる形態様式のコミュニケーション保障についてどう考えるか 

 

特別支援教育 

 

１、特別支援教育の評価と今後のあり方についてどう考えるか 

 

その他 

 

 

 

雇用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般就労（雇用促進法） 

 

 

 

 

 

１、適用範囲（手帳制度の問題点）についてどう考えるか 

２、障害の種別による制度的格差についてどう考えるか 

３、現行法定雇用率制度の問題点（雇用率、ダブルカウント制度、特例子会社、雇用納付

  金制度等）についてどう考えるか 

４、職場における合理的配慮の実現プロセスと異議申立についてどう考えるか 

 

福祉的就労（自立支援法） 

 

 

 

 

１、労働者性と労働法規の適用についてどう考えるか 

２、最低賃金と賃金補填についてどう考えるか 

３、就労支援事業のあるべき姿についてどう考えるか 

４、一般就労における就労支援（通勤支援、身体介護、ジョブコーチ）についてどう考え

  るか 

 

シームレスな支援 

 

１、一般就労と福祉的就労の制度間格差とサービスの断絶の問題についてどう考えるか 

 

雇用の創出 

 

 

１、社会的事業所の法制度化についてどう考えるか 

２、いわゆるハート購入法についてどう考えるか 
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 その他 

 

 

 

交通と情

報アクセ

ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリアフリー新法 

 

 

 

 

 

１、移動および利用の自由の権利の明文化についてどう考えるか 

２、地域間格差の解消についてどう考えるか 

３、現行法適用対象外の既存建物、既存交通施設の段階的変更と支援策についてどう考え

  るか 

４、合理的配慮義務との関係についてどう考えるか 

５、その他 

 

情報とサービス 

 

 

 

 

 

 

１、表現の自由、知る権利、平等にサービスを受ける権利の明文化についてどう考えるか 

２、コミュニケーション手段・様式に関する選択権の保障についてどう考えるか 

３、情報とサービスに関するバリアフリー法の新設の必要性についてどう考えるか 

４、合理的配慮義務との関係についてどう考えるか 

５、災害情報についてどう考えるか 

６、その他 

 

精神医療 

 

 

 

地域移行 

 

 

 

１、強制収容と強制介入（現行法の問題点）についてどう考えるか 

２、医療サービスの地域化と２４時間緊急対応を含む地域生活支援についてどう考えるか 

３、その他 

 

所得保障 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、所得保障についてどう考えるか 

２、無年金障害者についてどう考えるか 

３、住宅手当についてどう考えるか 

４、その他 

 

福祉経済

予算の確

保 

 

 

 

１、国民経済における福祉経済の積極的な位置づけについてどう考えるか 

２、あるべき予算の規模についてどう考えるか 

３、その他 

- 8 - 

「障害」

の表記の

在り方 

 １、「障害」の表記の在り方についてどう考えるか 

 

第 回か

ら第 回

まで 

ヒアリン

グ 

 

 

 

 

 

 

 

 





─ 139 ─

「児童発達支援に関わる全国職員研修会」用テキスト
の制作資料

編集　全国児童発達支援協議会（障害児施設の一元化に向けた職員養成に関する調査研究班）

テキストタイトル　「児童発達支援に関わる全国職員研修テキスト」（仮称）

出　　版　株式会社 協同医書出版社（所在地　〒113-0033　東京都文京区本郷 3-21-10）

出版時期　2010 年（平成 22 年）5 月予定

資料内容　テキスト総目次

　　　　　テキストの組版（一部）

資料②
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「児童発達支援に関わる全国職員研修テキスト」（仮称）　総目次

第1部　発達支援の意味と役割
1．発達支援の意味と課題（加藤正仁，うめだ・あけぼの学園）
2．子どもの権利条約と障害乳幼児（大場信一，札幌中央児童相談所）
3．発達支援と児童虐待（玉井邦夫，大正大学）
4．ノーマライゼーションと統合保育（近藤直子，日本福祉大学）
5．家族支援（大塚　晃，上智大学）
6．関係機関との連携・ネットワーキング（宮田広善，ルネス花北）
7．アセスメントとチームアプローチ（市川奈緒子，白梅学園大学）
8．就学支援（西牧謙吾，国立特別支援教育総合研究所）
9．発達支援と障害児医療（山根希代子，広島市西武こども療育センター）
10．障害受容（北川聡子，むぎの子）
11．個別発達・教育支援計画の作成とその課題（金沢俊文，むぎの子）

第2部　発達支援の技法と理論
1．AACの考え方とその実際（坂井　聡，香川大学）
2．TEACCHの考え方とその実際（内山登喜夫，福島大学）
3．マカトン法の考え方とその実際（津田のぞみ，のぞみクリニック）
4．INREAL法の考え方とその実際（里見恵子，大阪府立大学）
5．ボバース，ボイタ法の考え方とその実際（北原　佶，北原クリニック）
6．感覚統合療法の考え方とその実際（太田篤志，姫路獨協大学）
7．行動分析法の考え方とその実際（大石幸二，立教大学）
8．モッテッソーリ法の考え方とその実際（佐々木信一郎，子じかこどもの家）
9．音楽療法の考え方とその実際（土野研治，日本大学）
10．スイミング療法の考え方とその実際（舩越知行，目白大学）
11．ポジショニングと環境調整の考え方とその実際（繁成　剛，東洋大学）
12．PORTAGEプログラムの考え方とその実際（清水直治，東洋大学）

第3部　発達支援の日常実践
1．こころの育ちを育む（庄司順一，青山学院大学）
2．姿勢変換や移動の力を育む（辻　薫，大阪発達総合療育センター）
3．ものを操作する力を育む（岸　良至，こぐま学園）
4．状況を理解する力を育む（宇佐川　浩，淑徳大学）
5．コミュニケーションの力を育む（佐竹恒夫，横浜市総合リハビリテーションセンター）
6．仲間と楽しむ力を育む（加藤　淳，デイサービスちよだ）
7．見る力を育む（佐島　毅，筑波大学）
8．聞く力を育む（内山　勉，富士見台聴こえとことばの教室）
9．食べる力を育む（髙橋摩理，昭和大学）
10．真似る力を育む（竹谷志保子，うめだ・あけぼの学園）

第4部　発達支援と障害児医療
1．健康管理（肥満・偏食・アレルギー・栄養）（山根希代子，広島市西部こども療育センター）
2．医療（薬物・合併症・手術前後の管理）（宮田広善，姫路市総合福祉通園センター）
3．救急対応（塩永淳子，こぐま学園診療所）

第5部　発達支援に関わる制度等
1．児童福祉制度のその動向（青木　建，雇・児家局専門官）
2．特別支援教育の制度とその動向（石塚謙二，文科省特別支援教育課）
3．保健医療の制度とその動向（西牧謙吾，国立特別支援教育総合研究所）
4．保育の制度とその動向（天野珠路，保育課専門官）
5．幼児教育の制度とその動向（米川　晃，柏学園）
6．障害のある人の権利の条約（長瀬　修，東京大学）
7．海外の制度とその動向（嶺井正也，専修大学）
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2008年度に行われた「障害児支援の見直しに関する検討会」の報告を受けて、身近な

地域における障がい児支援の一環として、障がい児を受け入れている「保育所等への専門

施設による訪問支援」の強化が検討されている。専門施設の職員が保育所や幼稚園を訪問

することが、障がい児にとっても保育者にとっても意味あるものとなるためにはどのよう

な知識が必要となるのであろうか。

保育所も幼稚園も障がい児のための施設ではない。そのため、施設設備も人員も、障が

い児に合わせたものとはなっていない。そのことをまず踏まえておく必要がある。いわゆ

る統合保育制度の現状を自治体に即して理解し、保育現場における保育者の労苦を踏まえ

た支援が求められる。

統合保育として開始された保育所・幼稚園の障がい児保育は、「子どもの権利条約」「障

害者権利条約」を経て、インクルージョンを目指す保育へと発展してきている。障がい児

の権利に関する国際的な到達点を踏まえ、今後発展させるべき方向について、基本となる

明確な指針をもって子ども・家族そして保育者と向き合いたい。

こうした基本視点に基づき、限られた施設・設備、人員でも可能な実践のあり方を、保

育所・幼稚園の保育者と共に考え合い、子どもたちが育ち合うことのできる実践を蓄積し

ていきたい。

1 統合保育制度の歴史と現状

わが国において統合保育が本格的に広がり始めたのは1970年代後半以降のことである。

幼稚園・保育所での障がい児の受け入れを国が正式に認め補助金を出すようになったの

は1974年のことであった。この年、私立幼稚園での障がい児の受け入れに対して「特殊

教育費補助」制度が開始され、その後統合保育に熱心に取り組む幼稚園が各地に広がっ

た。一方、保育所の障がい児保育についても、この年に「障害児保育要綱」が出され制度

化された。当初は「保育に欠ける」「4歳以上の軽度」障がい児と受け入れ対象が限定され

ていたが、1978年には年齢規定がなくなり、「中程度までの」障がい児の受け入れが位置

づけられ、保育所に通う障がい児は増加の一途をたどった。

私立幼稚園に対する補助制度は当初、10名以上の障がい児を受け入れている幼稚園へ

ノーマライゼーションと統合保育

著者校正中の組版①
ノーマライゼーションと統合保育
執筆者：近藤直子
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の補助制度として出発したが、現在は2名以上を受け入れている幼稚園への補助制度に

なっている。公立幼稚園に関しては、2007年の「特別支援教育」の開始に伴い制度化が

図られることになったが、義務教育に比して取り組みは遅れている。「認定子ども園」に見

られるように、「幼保一元化」を国が進めていることから、今後、障がい児の受け入れ制度

も一本化されることが予想される。

保育所の障がい児保育は、1989年度から国の特別保育の中に「障害児保育事業」とし

て位置づけられ、軽度児への補助や、新たに障がい児を受け入れる保育所への体制整備補

助など、よりきめ細かな補助制度が設けられた。こうして保育所の統合保育は拡大の道を

たどってきたが、2003年度より「障害児保育事業」の国庫負担金が地方交付税化され、

障がい児保育は市町村の裁量と責任で行うこととなった。そのため公立保育所において

は、障がい児のための加配職員を減らす、パート化するといった自治体も出ている。また

公務員定数の削減により、職員の半数が非正規化している公立保育所も増えており、障が

い児保育のみならず保育全般に関して実践の蓄積に問題が生じている。都市部の私立保育

所では、待機児対策として定員を大幅に超えて子どもを受け入れており、狭い空間に多く

の子どもが生活するためクラスが落ち着かず、障がい児の対応により困難が増してきてい

る。今後は保護者が保育所と入所契約を結ぶ制度とすることが目指されているが、手のか

かる障がい児を厳しさの増している現場が受け入れることができるのか注目する必要があ

る。

2 統合保育を進めるうえでの基本視点

2.1　子どもの権利の保障

障がいの有無にかかわらず、子どもには普遍的な権利がある。「日本国憲法」に保障され

た「生活権」（25条）、「教育権」（26条）はもちろんのこと、「幸福追求権」（13条）が

重要である。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国

民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊

重を必要とする」という条文を子どもに当てはめれば、安全に安心して生活でき、安定し

た関係の中で「発達する」権利の保障ということになるだろう。1989年に国連で採択さ

れた「子どもの権利条約」での基本理念「子どもの最善の利益」（3条）、「意見表明権」（12

条）、「差別の禁止」（2条）が、障がい児の権利保障上の課題と言えよう1）。

保育所・幼稚園に入園することが、安全で安心な生活と安定した関係の中で発達する権

利を保障する「子どもの最善の利益」たり得るためにはどのような条件と実践が求められ

るのかについての検討が求められる。そのことはとかく「問題行動」としてとらえられが

ちな障がい児の示している姿の中に「声なき声」を聴き、「意見表明」を読み取り得ている

のかを問うことになる。「差別の禁止」とは、障がい児が通う場が、障がいのない子どもと

暮らす保育所・幼稚園なのか、障がい児だけで暮らす通園施設なのかといった「場」の問

題としてではなく、「可能な限り社会的統合と文化的および精神的発達を含む個人の発達

を達成することに貢献する方法で」（23条）「障害児の特別なニーズ」に即した援助が保

障し得ているのかどうかという問題なのである。このことは2006年に国連で採択された

「障害者権利条約」（川島、長瀬・仮訳）の「障害のある子ども」（7条）において、「障害

のある子どもが、自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する

権利」を「行使するための障害及び年齢に適した支援を提供される権利」として提示され

ている。子どもが真に求めていることを表明し得るように援助すること、そして行動や表

情などで「意見表明」していることは何なのかを読み取ることが、障がい児関係者には求

められている。さらに「障害者権利条約」においては、「障害のある人の完全なインクルー

ジョン及び参加を容易にするため」に必要な措置をとることを求めている。場の共有を主

として重視してきた「統合：インテグレーション」から、意見表明権の保障を前提にした

実質的な参加を意味する「包摂：インクルージョン」へと、統合保育の目指すべきものは

発展してきているのである2）。ノーマライゼーションとは、障がいのある子どもが「他の

子どもとの平等を基礎として、すべての人権及び基本的自由を完全に享有すること」（障害

者権利条約7条1）なのであり、そのために必要とされる援助が保障されていることなの

である。

2.2　障がい児の願いを理解して

障がいのある子どもがうまく表現することのできない「真の願い」を理解するとは、ど

のようなことなのだろうか。障がいがあると、ともすると障がいに目を奪われ、医師など

の「専門的な支援」に目が向くが、障がいの有無にかかわらず子どもは、安全で安心でき

る生活の中で安定して過ごしつつ発達していくことを求めている。子どもが安全に過ごす

ことができるとは、戦火や紛争から守られていること、そして自由に活動し得る空間や場

が保障され、衣食住において基本的な権利が守られていることである。常に医療的ケアを

必要とする子どもに関しては、医療スタッフに見守られていることが安全の必要条件とな

るが、多くの子どもにとっては、保育室だけでなく遊戯室や園庭などの自由な空間と、お

いしい給食と、見守る保育職員の存在が安全の保障となる。

安心と安定は保育者との信頼関係が基礎となる。自分を受け止めてくれ、自分の気持ち

を理解してくれる保育者を子どもは信頼する。保育室に入りにくい気持ちや、給食が食べ

られない気持ちを理解し受け止められることで、安心し外に目が向きやすくなる。外に向

いた目を大切にし、世界を楽しく広げてくれる保育者との出会いが子どもの発達を実現す

る。さらに子どもたちは仲間から受け入れられ認められることを願っている。「苦手だか

ら」と避けていた活動にも、大好きな仲間とであれば挑戦するようになっていく。こうし
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うするよ」ということばを受け止め、仲間と共に行動する「生活場面の切り替え」を実現

し、クラス活動への主体的な参加を生むのである。場面の切り替えがうまくいかない時に

は、子どもが何らかの不満を表明しているのではないかと、自由遊びの見直しを図りた

い。自由遊びにおいてだけでなく、障がい児も障がいのない子も共に楽しみ得る活動を、

クラスで積極的に位置づけたい。発達に差があっても好む活動としては、追いかけっこや

散歩、水遊び、リズム活動など、どの年齢でも取り組む活動がある。こうした活動を1学

期に位置づけることで、子どもたちが活動を共有しクラスの仲間として意識しやすくなる。

3.3　仲間と共に育ち合える保育に向けて

障がいのある子がクラスに入り活動することが本人の要求になるためには、クラスの子

どもたちが障がい児のことを仲間として認め受け止めることが必要となる。障がい児のた

めに周りの子どもたちが我慢を強いられている場合は、保育者の見ていないところで子ど

もたちが「○○がいなければいいのに」などと陰口を叩く姿が出てくる。また保育者の受

け止めを求めている子どもからは「○○ちゃんだけいいな」といった声も出るようにな

る。こうした声も大切な意見の表明として保育を見直すことが必要になる。障がい児が安

心して生活しう得る保育は、子どもたちが安心して生活し得る保育なのである。

クラスの子どもたちが障がい児を仲間として受け入れるためには、第一に障がい児と活

動を共にすることが必要とされる。障がい児の遊びに子どもたちを誘い入れることや、み

んなが参加しやすい活動を組むのはそのためである。第二に障がい児も含めクラスの中で

相対的に外れがちな子どもたちに出番をつくり、クラスの子どもたちから認められる機会

をつくることである。子どもの面白い発想をみんなの活動に位置づけることはもちろんの

こととして、お茶当番やお便り帳の配布など、仲間に感謝されることで子どもたちの気持

ちは落ち着く。クラスでの出番がつくりにくい場合は、年少のクラスのお手伝いなど、自

分の力を実感し認められる喜びを感じられる機会を保障したい。第三にトラブルを障がい

児理解の機会として取り組むことが求められる。仲間への暴力や保育室からの逃亡などの

トラブルは障がい児の意見の表明であると共に、クラスの子どもたちからすると活動を妨

害する許しがたい行為である。「いやだ」「困る」といったクラスの子どもの意見表明が尊

重されねばならない。障がい児のために不当に我慢させられ、素直に思いを言えない状況

では、障がい児への潜在的な不快感が形成されるおそれも出てくる。いやだという子ども

たちの思いを受け止めたうえで、なぜ叩いたのか、なぜ飛び出したのかを考え合うこと

で、子どもたちの障がい児理解は深まっていく。話し合いが成立するためには日ごろから

保育者が子どもの言い分に耳を傾けていることや、保育者に取り組みについての見通しが

あることが求められる。

障がいのある子どもが安心して生活し得る保育を求めることでクラスの子どもたちの保

育も充実し、子どもたちの仲間を見る目が豊かになることが、本来のインクルージョンを

目指した保育なのである。同じ場にいるだけではない充実した保育の実現に向けて、年間

の見通しを持って保育に当たれるような、職員集団作りを可能にする支援を目指したい。

4 父母と共に手をつないで

障がいのある子どもは、保育所や幼稚園では障がい児は少数派であり父母も不安を感じ

やすい。地域の障がい児「親の会」は年長の親が多く、幼児期の親には敷居が高い。専門

施設の「親の会」は貴重な親の交流の場と言える。OB会を組織し、統合保育に関する不

安や就学に関する不安を受け止めることは、地域の統合保育を支える専門施設の役割であ

る。長年にわたり統合保育を進めてきた保育所・幼稚園の中には、園単位でOBも含めた

「親の会」を運営している場合もある。親を孤立させない取り組みとしてこうした「親の

会」づくりを支援することも重要である。

保育所や幼稚園が困るのは障がいの診断を受けていない子どもへの対応である。障がい

の発見から対応への流れが充実している自治体では、診断後に入園する子どもの方が多い

が、必ずしもそうなっていない自治体も見られる。最近は就労する母親が増えているため

に、1歳児から就園する子どもでは、保健師よりも先に保育所が障がいを疑う場合も増加

している。また知的に問題はないが集団生活においてトラブルを起こす子どもの場合は、

入園前に診断を受けていることが少なく、そのため、専門機関にどのように紹介したらよ

いのかを迷う保育者もいる。

何より大切なことは専門機関に行くことの目的である。子どもを理解するための手がか

りを得るということは保育者の目的であり、必ずしも親の目的ではない。親も困っている

場合でなければ、保育者のひとりよがりとなってしまう。「障がいの受容」ということが語

られるが、障がいの有無にかかわらず、我が子を真に受け止めることは簡単なことではな

い。わが子が可愛いがゆえに過剰な期待もするし甘やかしもする。わが子に障がいがある

とは思いたくないのが親心だということを踏まえておきたい。

親が保育者を信頼できなければ、保育者が「子どものため」と言っても専門機関に足は

向きにくい。子どもが保育者を信頼して初めて、親も保育者を信頼できるのである。可愛

いところも、伸びてきたところもしっかりと伝えてくれることで、保育者が子どものこと

を真剣に考えてくれていると感じ得るから、専門機関に足が向くのである。専門機関の受

診が子どもにとっても親にとっても意味のあるものになるよう、親の気持ちを熟成させる

ことが保育者の役割であろう。就学が親にとっては重要なステップとなることを見通し

て、子どもとも親ともじっくりと付き合いたい。専門機関との窓口も学校との窓口も通常

は園長であり、親に専門機関の受診を勧める際には、園長が責任をもって関わることが必

要である。

子どもに関しても親に対しても、担任だけに任せず園全体で話し合い協力しながら向き

4 5

発
達
支
援
の
意
味
と
役
割

て信頼できる人が増えていくことが、子どもの安心と安定の糧となると共に、世界を広げ

自分の可能性を信じられるこころ、自己肯定感をはぐくみ、発達を実現する原動力となる

のである。障がい児だから特別なのではなく、どの子どもにも保障すべき取り組みを、よ

り丁寧に保障すべき子どもとして理解することが求められる。

子どもの「問題行動」も、その中にこめられた子どもの気持ちを理解し受け止めようと

する姿勢が重要である。子どもは意味を感じたことに向けて行動するが、力量が未熟な場

合はその行動に無理が生じる。仲間への関心が、叩くなどの「乱暴な」行動になってしま

うことも多い。また発達的な挑戦が力量不足のためにうまくいかず内にこもり、指しゃぶ

りや性器いじりなどの行動が目立つ時期もある。こうした行動を、外側から「いけないこ

と」と評価し「いかにして止めさせるか」を考えるよりも、子どもなりの涙ぐましい努力

の現われとして共感し、子どもの挑戦を援助するという積極的な視点が発達の保障にとっ

ては欠かせない。障がいのない子どもたちとの実践において保育者が蓄積してきた、「子

どもの世界を広げる取り組み」の成果を尊重しつつ、障がい児の挑戦を支える丁寧な取り

組みを検討したいものである。

3 統合保育における取り組みへの支援

3.1　専門施設とは異なる子どもの顔 3）

専門施設と保育所・幼稚園では、子どもにとって生活の質が異なることを、まずは踏ま

える必要がある。専門施設は一般に1クラスの人数が8名から10名と少なく、日課も

ゆったりとしている。障がい児だけで集団が構成されているため、活動も子どもの発達に

合ったものが取り組まれる。

一方、保育所・幼稚園は障がいのない子どもを前提としているため、クラスの人数が

20名を超え刺激の多い騒がしい集団と言える。教材の出し入れなど日課の切り替えも多

く、活動は障がい児の発達水準から見ると難しいものが多くなる。このような生活の質の

違いから、専門施設では落ち着いて過ごし、給食やトイレもスムーズに行えていた子ども

が、保育所・幼稚園では保育室に入らず、給食を一口も食べないといった姿が見られるこ

とも多い。こうしたギャップが父母も担任も不安に陥れることになる。

子どもから見た時には保育所・幼稚園は、専門施設とはまったく異なる環境なのだ、と

いうことを踏まえた保育者への支援が求められる。子どもにとって保育所・幼稚園が安心

できる場になれば、子どもは保育室にも入り得るようになっていく。安心できない場合に

は、不安から逃れるために園から飛び出す、人目のない場所に隠れるなど危険なことも多

く、子どもの安全が脅かされてしまう。子どもが安心できるためには、専門施設の環境に

近い条件を保障することが求められる。具体的には、園内で最も静かな職員室や遊戯室

で、子どもの発達に合った子どもの好きな活動を少人数で楽しむことで、園内に安心でき

る「こころの居場所」をつくり、担当保育者との間に信頼関係を形成することが入園当初

の課題となる。こうしたことは入園後の支援としてではなく、入園前の「個別支援計画」

の引き継ぎの段階で保育所・幼稚園に伝えておきたい。入園時のあわただしさの中で子ど

もの不安を必要以上に高めることなく、また入園時の対応に向けて園全体で体制を検討す

るためにも、事前の支援として重要である。障がいと診断されていない場合でも、保育室

に入りにくい子どもへの対応の基本は共通であり、他の新入園児や進級児にも生かされる

支援となることが望まれる。

3.2　障がい児の願いを尊重した保育の創造

多くの場合父母は統合保育への期待として、保育所や幼稚園に入ることで「わが子が良

い刺激を受けて欲しい」と願っている。それでは子どもは何を願っているのだろうか。子

どもは刺激を受けたいとは思っていない。安心できる生活の中で、保育者に受け止めら

れ、仲間に認められることを願っている。

安心できなければ仲間に目を向けることは難しく、仲間の遊びに刺激を受けることも困

難である。園生活が安心できるものとなるためには、入園当初は嫌いな騒音やいやな活動

を避け、職員室で静かに過ごすことも必要になるが、子どもが安心できるためにはそれだ

けでは不十分である。子どもが園を好きになるためには、楽しい活動が保障され、保育者

に受け止められることが必要になる。それでは子どもにとって楽しい活動とはどのような

ものであろうか。

子どもは自分の発達に合った活動を好み、子どもが好む活動は子どもの発達に合ってい

る。したがって子どもが好んで取り組む活動を積極的に位置づけることになるが、多くは

砂遊びや水遊び、ブロックやままごとなどの単純な遊びである。自由遊びの時間になるべ

く十分に時間をとって保育者が関わり、遊びの中での子どもの楽しさを受け止めるだけで

なくさらに楽しさを広げ、子どもが保育者を信頼できるようにすることが望まれる。その

際に何人かの子どもを誘い、遊びの楽しさを仲間と共有できるようにすることが、仲間に

関心を向ける基盤となる。障がいのない子どもを中心とした園生活においては、障がいの

ない子どもの活動に障がい児を誘うことが多いが、発達に弱さを持つ子どもが力量のある

子どもに合わせることは本来困難なことである。力量のあるものがそうでないものに合わ

せることの方が自然ではないだろうか。時刻表や身体図鑑など関心対象が偏っている子ど

もの場合にも、周りの子どもがその子の関心に合わせることの方が無理は少ない。障がい

児の関心を周りの子が受け止めることができるように、障がい児の遊びに名前をつけるこ

とや、電車ゴッコ、お医者さんゴッコとして位置づけ発展させることが保育者の役割だと

いえよう。

こうして好きなことを楽しんだ充足感と仲間への前向きな気持ちが、保育者の「おはよ


